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序

コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
と
ベ
ネ
デ
f

ク
ト
ゥ
ス
と
は
共
に
六
世
紀
に
活
動
し
た
修
道
者
と
し
て
中
世
キ
リ
ス
ト
教
史
に
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の

二
人
の
性
格
、
活
動
、
及
び
修
道
戒
律
は
極
め
て
著
し
い
而
も
興
味
あ
る
対
照
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ム
ん
も
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
v

ス
は
六
世
紀
の
前
半
期
に
イ
タ
リ
ア
に
住
み
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
同
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
初
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ク
で
伝
道
し
て
い
る
か

ら
二
人
の
間
に
は
距
離
的
に
も
時
間
的
に
も
多
少
の
隔
り
は
あ
る
が
、
当
時
に
あ

っ
て
は
両
者
の
編
纂
し
た
修
道
戒
律
は
夫
々
多
数
の
支
持

者
を
持
っ
て
居
り
、
延
い
て
は
こ
れ
が
ケ
ル
ト
的
、
ロ
ー
マ
的
両
修
道
生
活
様
式
の
勢
力
圏
在
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
コ
ル
ン
バ
ア

ヌ
ス
の
戒
律
は
こ
れ
に
半
世
紀
先
ん
じ
て
作
ら
れ
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
戒
律
に
僅
か
一
、
二
世
紀
の
う
ち
に
駆
逐
さ
れ
て
全
く
消
滅

し
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
単
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
フ
ラ
ン
ク
地
方
に
お
け
る
伝
道
者
叉
は
リ
ュ
ク
セ
イ
、
ボ
ピ
オ
の
修
道
院
建
設
者
と

し
て
そ
の
名
を
留
め
た

に
過
ぎ
な
い
が
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
は
以
後
西
方
修
道
院
の
祖
と
し
て
永
く
尊
崇
さ
れ
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
会

は
カ
ト
リ
マ
ク
諸
教
団
中
重
要
な
一
存
在
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
か
か
る
両
勢
力
の
激
変
は
一
般
に
知
ら
れ
る
如
く
両
者
の
戒
律
そ

の
も
の
の
内
容
に
原
因
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
単
に
戒
律
の
み
が
二
人
の
業
績
を
決
定
す
る
要
件
で
あ
ろ
う
か
。
他
に
認
む
べ

き
も
の
は
な
い
か
。
更
に
又
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
存
在
は
中
世
キ
リ
ス
ト
教
発
展

の
土
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
小
文
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
私
の
貧
し
い
所
見
で
あ
る
が
、
然
し
こ
た
に
よ
っ
て
ケ
ル
ト
的
キ
リ
ス
ト
教
が
ロ

1
マ
的
教
会

の
諸
制
度
の
中
に
包
合
さ
れ
、
遂
に
西
欧
全
教
会
が
教
皇
に
統

一
さ
れ
て
行
く
過
程
の
一
小
部
分
を
多
少
な
り
と
も
明
か
に
す
る
こ
と
が
出

宮
尾
島
町
手
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調
淵1

r
l

来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
意
味
か
ら
、
以
下
二
人
の
活
動
と
そ
の
範
囲
、
両
戒
律
の
内
容
、

き
主
と
し
て
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
を
中
心
に
し
て
考
え
て
見
た
い
。

ロJ
i
マ
教
皇
と
の
関
係
の
三
点
に
つ

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
（
窓
口
。
告
の
さ
と
き

lmS
は
そ
の
戒
律
製
作
の
事
業
を
除
い
て
は
殆
ん
ど
目
先
い
活
動
を
演
じ
て
い
な
い
。

最
古
に
し
て
唯
一
の
彼
の
伝
記
で
あ
る
ロ

1
マ
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
の
「
対
話
篇
」
第
二
書
に
よ
れ
ば
、
彼
は
イ
グ
リ
ア
の

z
s
g
g

の
貴
族
の
家
に
生
れ
、
勉
学
の
目
的
で
ロ

1
マ
に
来
た
が
同
市
の
堕
落
し
た
風
潮
を
嫌
っ
て
遁
世
の
志
を
起
し
（
以
上
序
文
）
、
乳
母
を
伴
う

て
開
口
虫
色
。
に
来
り
、
次
い
で
単
独
ロ
I
マ
か
ら
四
十
哩
離
れ
た
∞

2
2
2
5
（
∞
忌

E
g）
に
至
っ
て
洞
箔
内
に
隠
遁
生
活
を
行
う
こ
と

三
年
、
そ
の
間
〉
色
。
。
己
主

g
と
称
す
る
院
長
の
主
宰
す
る
修
道
院
に
住
む
問
。

Bω
ロ

g
が
運
ぶ
パ
ン
で
日
々
を
送
っ
た
（
第
一
章
）
。

然
る
に
彼
の
徳
行
が
次
第
に
知
れ
渡
り
、
附
近
の
一
修
道
院
（
一

5
8
4
P
H。
修
院
と
一
式
わ
る
）
の
院
長
に
推
薦
さ
れ
て
止
む
な
く
そ
の
職

に
就
い
た
が
、
彼
の
指
導
が
厳
格
に
過
ぎ
る
と
い
う
非
難
を
う
け
却
っ
て
毒
殺
さ
れ
る
危
険
を
感
じ
た
の
で
、
同
所
を
去
っ
て
再
び
以
前
の

孤
独
生
活
に
戻
っ
た
。
然
し
ス
ビ
ア
コ
で
は
彼
を
慕
う
弟
子
た
ち
が
日
毎
に
増
加
し
た
り
で
彼
は
こ
こ
に
十
二
の
修
道
院
を
設
け
、
夫
々
に

院
長
を
指
名
し
て
十
二
名
の
修
道
士
を
与
え
、
彼
叉
少
数
の
弟
子
を
手
許
に
置
い
た
（
第
三
章
）
。
然
る
に
そ
の
後
彼
の
名
声
が
益
々
高
ま

る
に
つ
れ
て
附
近
の
教
会
の
司
祭
司

Z
E
E
E
m
の
嫉
妬
を
う
け
叉
も
や
毒
殺
さ
れ
ん
と
し
幸
に
事
な
き
を
得
た
が
、
遂
に
意
を
決
し
て
こ

の
地
を
見
捨
て
佳
少
の
弟
子
と
共
に
の

g山口
SH
（
富
。
ロ

2
3
8
E。
）
に
移
り
、
土
民
の
信
仰
す
る
ア
ポ
ロ
神
殿
を
改
築
し
て
修
道
院
と

し
た
（
第
八
章
）
と
記
さ
れ
て
あ
り
、
次
に
同
地
に
お
け
る
ゴ

1
ト
王
ト
一
ア

f

ラ
と
の
会
見
（
第
十
四
、
第
十
五
章
同
妹
∞
の
『
。

Z
2日
g

と
の
面
会
（
第
三
十
三
章
）
、
戒
律
の
作
製
（
第
三
十
六
意
同
最
期
（
第
三
十
七
意
）
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
察
す
れ

ば
彼
の
生
涯
は
俗
界
を
逃
れ
た
隠
遁
生
活
へ
の
追
求
に
終
始
し
、
異
教
に
対
す
る
積
極
的
な
或
は
攻
撃
的
な
精
神
は
殆
ん
ど
見
れ
な
い
。
而

も
そ
の
行
動
範
囲
は
中
部
イ
タ
リ
ア
の
至
っ
て
小
さ
な
区
域
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

グ
ν
ゴ
リ
ウ
ス
は
と
の
第
二
書
「
車
ベ
ネ
デ
ィ
グ
ト
ゥ
ス
伝
」
を
執
筆
す
る
K
際
し
、
。
。
易
芯
己
Eω

（
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
後
継
者
）
、
辺
自
句
3

5Uω
（
第
三
代
院
長
）
、

5
5
5
5
（
現
院
長
）
、

5
8
2
E
g
g
（
多
年
ロ
l

マ
の
ラ
テ
ラ
ン
修
院
長
た
り
し
ろ
な
は
ら
費
料
を
得
た
と

い
う
。
然
し
グ
レ
ゴ
H
J

ウ
ス
が
と
の
「
対
話
篇
」
を
書
い
た
の
は
五
九
一
一
一
年
末
か
ら
五
九
四
年
春
で
あ
ろ
う
と
一
式
わ
れ
て
い
る
か
ら
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
守

一五

Hosei University Repository



一
六

ス
死
後
半
世
紀
の
作
で
あ
り
、
而
も
問
書
は
事
実
在
正
確
に
描
写
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
信
仰
の
書
と
し
て
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
宣
伝
の
た
め
誇
聖
者
の
奇

蹟
を
と
と
さ
ら
に
記
述
す
る
の
を
目
的
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
の
態
度
は
本
丈
中
に
も
自
ら
反
映
し
て
お
り
、
第
一
ー
書
、
第
十
章
の
「
ト
ヱ
ア

ル
テ
ィ
ナ
市
の
司
教
フ
ォ
ル
ト
ウ
ナ
ア
ト
ゥ
ス
の
伝
（
口
。
司
。

HiZRHHG
吋
ロ
品
。
円
立
己
記

wn叫
i
s
t
ω

ゆ笠
ω。
。
句
。
）
」
の
中
に
、
グ
レ
ゴ
H
Y

ウ
ス
が
岡
市

に
住
む
無
名
の
古
老
か
ら
奇
蹟
談
吃
聴
く
の
に
熱
中
し
た
と
と
が
記
さ
れ
て
あ
る
。
更
に
と
の
第
二
曹
に
あ
っ
て
も
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
守
ス
が
祈
需
に

よ
っ
で
山
上
か
ら
水
を
湧
出
さ
せ
た
と
と
（
策
五
章
）
、
一
ゴ

l
ト
人
が
水
中
に
落
し
た
鎌
（
片
色
。
仰
の
仲

2
5）
を
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
が
通
力
を
以
て
浮

き
上
ら
せ
た
と
と
（
第
六
章
）
、
弟
子
宮
宮
山
岳
昂
が
溺
死
し
よ
う
と
し
た
時
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
命
を
承
け
て
教
助
に
赴
い
た
民
主

MEω
が
氷

上
を
歩
い
た
と
と
（
管
七
章
）
、
修
院
建
設
の
際
彼
の
祈
り
に
よ
っ
て

E
石
が
持
上
っ
た
と
と
（
第
九
章
）
、
倒
壊
し
た
垣
の
下
敷
と
な
り
骨
折
の
重
症

を
負
う
た
若
い
弟
子
が
被
の
祈
祷
に
よ
っ
て
直
ち
に
健
康
体
に
復
し
た
と
と
（
第
十
一
章
）
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
は
院
外
に
お
け
る
修
道
士
の
行
為
を

看
破
す
る
眼
力
を
持
っ
て
い
る
と
と
（
第
十
三
章
）
、
悪
鬼
に
な
や
む
一
聖
職
者
が
彼
に
よ
っ
て
回
復
し
た
と
と
（
第
十
六
章
）
、
モ
ン
テ
カ
シ
ノ
修
道

院
が
将
来
破
壊
さ
れ
る
と
と
の
予
言
（
第
十
七
章
）
、
修
院
か
ら
祝
福
を
う
け
ず
無
断
で
帰
郷
し
た
砦
い
修
道
士
が
死
後
葬
P
D

れ
た
後
、
死
体
が
墓
か
ら

自
然
に
吹
き
上
げ
ら
れ
た
に
拘
ら
ず

e

へ
ネ

J

ア
イ
－ク

ト
守
ス
の
祈
の
力
に
土
つ
て
無
書
－
地
中
に
戻
つ
た
と
と
（
慎
．
二
十
四
章
）
、
守
へ
ネ

J

ア
イ
ク
ト
守
ス
が

一
．
奴
隷
の
象
皮
病

（
つ
．
原
女

E
。円

σロ
ω
巴
ω句｝同釦同凶

（
第
二
十
九
章
．
）
、
一
一
修
道
士
の
悪
鬼
を
迫
い
出
し
た
と
と
（
第
三
十
章
）
、
ア
リ
ウ
ス
、
祇
に
属
す
る

N
川凶－包

L
－
称
す
る
ゴ

i
ト
人
に
持
さ
れ
た
一
農
民

が
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

ゥ
ス

の
一
瞥
の
み
で
解
放
さ
れ
た

と
と
（
第
三
十
一
章
）
、
一
農
民

の
死
ん
だ
息
子
を
蘇
生
さ
せ
た
と
と
（
第
三
十
三
章
）
な
ど
金

三
十
八
章
中
六
部
分
が
奇
蹟
談
で
あ
る
。
従
っ
て
本
書

K
見
え
る
べ
ネ
J
f
f
ク
ト
ゥ
ス
の
行
動
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
兎
角
疑
問
を
持
ち
た
く
な
る
の

で
あ
る
が
、
他
に
求
む
べ
き
史
料
が
な
い
以
上
、
我
々
は
本
書
の
記
事
を
以
て
一
応
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
と
異
っ
て
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
ハ
。
。

E
Bげ
ωロ
ロ
少
。
・
合
同
町
）
の
活
動
舞
台
は
極
め
て
広
大
で
あ
る
。
彼
の
生
涯
に
関

す
る
最
古
の
史
料
は
．
旬
。
ロ
ω
（
の
⑦

C
O
l
a
u）
が
六
四
三
年
或
は
そ
れ
以
前
に
リ
ュ
ク
セ
イ
（

T
M
W
S
E
P
T
R
O
E－
）
の
第
三
代
修
道

院
長

E
S
3
5と
ボ
ピ
オ
（
目
安

5
・
図
。
認
。
）
の
第
四
代
修
道
院
長
国
各
♀

gcω
に
提
出
し
た
「
聖
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
修
道

院
長
伝
（
ざ

gω
・。。

E
Bず
ω三
〉
げ
げ
印
式
ω
と
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ナ
は
ボ
ピ
オ
の
修
道
院
に
六
一
八
年
に
入
っ
た
か
ら
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス

（
六
一
五
死
）
か
ら
直
接
教
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
著
作
の
年
は
コ
ル
ン
パ

ア
ヌ
ス
の
死
後
二
十
八
年
以
内
で
あ
る
か
ら
、
グ
レ
ゴ

リ
ウ
ス
の
ベ
ネ
デ
f

ク
ト
ゥ
ス
に
対
す
る
場
合
よ
り
も
時
間
的
な
隔
り
は
短
く
、
ボ
ピ
オ
の
第
二
代
修
道
院
長
〉
2
巴
P
リ
ュ
ク
セ
イ
の

第
二
代
修
道
院
長
問

5
g包
ロ
切
な
ど
そ
の
他
親
し
く
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
に
接
し
た
人
々
か
ら
資
料
を
得
て
居
り
、
叉
作
中
の
人
物
批
評
に

’E
1－uF－芯
T
t
p
hfrapvni恥
＆
て
仁
ふ

st
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つ
い
て
は
勉
め
て
公
正
な
態
度
を
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ

の
伝
記
は
比
較
的
正
確
な
も
の
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
何
件
丘

目。

D
Z
O
B甘
E
S
E
E
M凶円
0
2
3
H
O
H山
口
同
心
円
同
一
包
F
Cの
き
町
内
同
宮
古
ロ

2
5
巴
デ
ロ
。
ロ
ロ
HO
包
己
主
。
足

E
円

V50ロデ
mo
ユ
円
。
日
げ

Oロ
o

mom宮
内
全

2
0
2。
HOBゆ：－
P
己
。
加
5
・〉

5
Z
H
h
p
H
U・
H
O
H
N
l
M（
」

日

ω・
）
も
と
よ
り
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
が
行
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
数

々
の
奇
蹟
は
こ
こ
に
も
記
さ
れ
て
居
り
、
特
に
侍
童
口
。
目
。
色
目
的
の
た
め
に
祈
祷
に
よ
っ
て
岩
か
ら
清
水
を
湧
き
出
さ
せ
た
と
い
う
話
は

（司・

H
O
N
H
I
H
O
N
N
〉
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
行
っ
た
奇
蹟
と
極
似
す
る
（
対
話
篇
、
第
二
書
、
第
五
章
）
。
け
れ
ど
も
ヨ
ナ
は
コ
ル
ン
パ
ア

ヌ
ス
の
行
動
を
忠
実
に
描
写
し
、
そ
の
間
に
数
個
の
奇
蹟
を
織
り
込
ま
し
た
の
で
あ
っ
て
、
全
体
の
物
語
の
進
行
に
は
さ
ほ
ど
目
障
り
と
な

っ
て
い
な
い
。
（
彼
は
叉
、
「
プ
ル
グ
ン
ド
フ
ァ
ラ
伝
」
を
著
し
て
い
る
が
、
と
の
中
に
修
道
女
の
修
院
脱
出
と
い
之
つ
よ
う
な
修
道
思
想
宣
伝
に
は
甚
だ
不

利
な
事
実
を
も
記
し
て
い
る
と
と
は
、
史
家
と
し
て
の
ヨ
ナ

の
学
的
良
心
を
知
る
参
考
な
る
で
・
あ
ろ
う
）
。

コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
レ
ン
ス
タ

1
（
戸
∞
問
。
口
。

2
2
2
口
ω
E
S
E
P
戸
旦

5
2
3
に
生
れ
た

Q

少
年
時
代
に
一
婦
人

の
訓
戒
を
う
け
て
遁
世
の
士
山
を
起
し
、
。
。

B
E。
問
。
ロ
ロ
ω
（。。

g
同
州
己
目
）
の
主
宰
す
る
回
目
呂
町
。
同
（
回
日
記
。
F

ダ
ウ
ン
州
）
の
修
道
院
に

入
っ
た
が
、
単
調
な
孤
独
生
活
宥
嫌
い
、
同
志
十
二
名
を
引
卒
し
て
大
陸
へ
の
伝
道
に
志
し
（
年
二
十
才
、
』
。
ロ
p
u・
5
ロ
）
プ
リ
グ
ニ

へ8
）

ア
を
経
て
フ
ラ
ン
ク
領
ガ
リ
ア
に
入
り
、
オ

1
ス
ト
ラ
シ
ア
、
プ
ル
グ
ン
デ
ィ
ア
を
支
配
す
る
の
ロ

5
5
g
の
庇
護
を
う
け
て
ぐ
。
富
岡

5

（ぐ。

ω
m
g）
地
方
の
古
城
〉
ロ
ω肉
g
z
m
（
〉
ロ
ロ
∞
肉

EMw）
に
、
次
い
で

F
C
M
8
1
z
g
（円
5
2
E
C、
句
。
ロ
窓
口
ω
（司。

zm山
口
ぬ
）
に
修

道
院
を
建
設
し
た
。
か
く
て
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
こ
の
一一一
院
に
集
り
来
っ
た
多
数
の
弟
子
を
指
導
し
つ
つ
彼
等
が
終
日
終
夜
連
続
的
に
祈
樽

す
る
様
手
配
し
、
叉
、
修
道
戒
律
（
河
内
問
己

ω
8
0ロ。
σ
E
Eろ
を
作
っ
て
そ
の
生
活
方
針
を
定
め
た
。
透
か
西
欧
一
隅
の
島
国
か
ら
来
て

多
く
の
修
道
士
を
短
時
日
に
集
め
、
こ
れ
を
教
育
し
た
こ
と
は
彼
の
優
れ
た
手
腕
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
外

部
の
複
雑
な
政
治
界
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
ベ
ネ
デ
f

ク
ト
ゥ
ス
が
周
囲
の
修
道
士
や
司
祭
か
ら
嫉
ま
れ
た
よ
う

な
小
さ
な
事
件
で
は
な
く
、
彼
の
場
合
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ク
王
室
内
の
葛
藤
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
か
ら
始
る
。

コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
ガ
リ
ア
に
来
た
の
は
五
九

0
年
代
の
初
め
で
あ
る
が
、
当
時
は
ク
ロ

1
ヴ

f

ス
が
フ
ラ
ン
ク
王

国
を
建
て
て
か
ら
百
年
程
経
過
L
た
後
で
）
国
土
は
そ
の
孫
。

E
G
R目。
F
の
S
M
R
m
g
（
の
。

E
E
E）w
虫
色

Z
3
（の日開
V
0
3）
の
三
兄

弟
に
夫
々
分
領
さ
れ
て
い
た
ハ

Z
2
2
1
p
切

R
m
gロ
a
g
〉

g宵
g
g
y
こ
の
中
め
同
回
目
ぞ
2
宮

町

と

虫

色

V
0
3
の
王
妃
は
夫
々

七
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八

。
包

2
4
q
E
S
F
出
H
C出品回目

E
m
（
共
に
西
ゴ

I
ド
王
〉
岳

m
g尚
己
己
の
娘
）
で
あ
っ
た
が
私
チ
ル
ペ
リ
ッ
ク
は
愛
人
司
忠
弘
内
関
口
ロ
弘
ぬ
に
唆

か
さ
れ
て
ガ
レ
ス
ウ
ィ
ン
グ
を
殺
し
た
結
果
、
プ
ル
ン
ヒ
ル
ダ
と
フ
レ
デ
グ
ン
デ
と
の
不
利
は
延
い
て
両
国
の
対
立
と
な
り
、
フ
ラ
ン
ク
園

内
は
と
か
く
不
穏
で
あ
っ
た
。
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
を
保
護
し
た
グ
ン
ト
ラ
ム
は
五
九
二
年
に
子
な
く
し
て
死
し
、
そ
の
遺
領
（
プ
ル
グ
ン

デ
ィ
ア
）
は
シ
ジ
パ

I
ト
と
プ
ル
ン
ヒ

ル
ダ
と
の
子
打
開
Eaω
げ
O
H
片
岡
（
ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
王
）
に
併
合
さ
れ
、
チ
ル
デ
パ
ー
ト
死
し
て

（
五
九
五
）
そ
の
子

4Fwcaω
ヴ

2
片
岡
は
ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
を
、
吋
甘
向
。

ι
2目
。
甘
同
（
凶
，
E
X
H
H
可
国
）
は
ブ

ル
グ
ン

デ
ィ
ア
を
領
し
た
が
、

後
者
の
王
宮
内
で
絶
対
権
力
を
持
つ
も
の
は
祖
母
の
プ
ル
ン
ヒ
ル
ダ
で
あ

っ
た
。
テ
オ
デ
リ
ッ
ク
は
初
め
コ

ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
に
好
意
を
持

っ

て
い
た
が
、
素
行
修
ま
ら
ず
、
六

O
七
年
ゴ

1
ト
王
女
開
店
百
四
）
己
肉
ω
と
結
婚
し
た
に
拘
ら
ず
翌
年
こ
れ
を
棄
て
て
放
縦
な
生
活
に
入
っ

た
為
、
屡
々
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
に
訓
戒
さ
れ
た
。
一
方
プ
ル
ン
ヒ
ル
ダ
は
テ
ホ
デ
リ
ッ
ク
が
王
妻
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
王
宮
に
お
け
る
己

の
権
力
が
失
墜
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
暗
に
こ
れ
を
擁
護
す
る
態
度
に
出
た
の
で
、
自
然
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
、
プ
ル
ン
ヒ
ル
ダ
聞
の
不
和
を
生

じ
、
テ
オ
デ
リ
ッ
ク
は
祖
母
に
組
し
た
。
か
く
て
コ
ル
ン
バ
ア
ヌ
ス
と
二
人
と
の
衝
突
は
避
け
難
い
も
の
と
な
り
、
前
者
は
後
二
者
を
破
門

し
（
彼
は
司
教
で
な
い
か
ら
原
則
と
し
て

は
と
の
権
限
は
な
い
）
、
一
方
太
后
プ
ル
ン
ヒ
ル
グ
は
フ
ラ
ン
ク
の
司
教
た
ち
を
味
方
と
し
て
コ
ル
ン

パ
ア
ヌ
ス
と
彼
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ト
か
ら
伝
え
た
異
国
的
な
宗
教
上
の
諸
慣
習
を
非
難
す
る
と
共
に
、
「
従
来
王
室
が
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
修

道
院
に
与
え
て
い
た
一
切
の
恩
恵
を
停
止
す
る
」
旨
を
説
べ
、
更
に
彼
を
ぐ

2
0
5
E
（回

2
8
A。
ロ
）
に
住
ま
せ
王
命
を
待
た
し
め
た
が
、

彼
は
こ
の
際
離
国
を
決
意
し
、
少
数
の
弟
子
を
伴
う
て
リ
ュ
ク
セ
イ
修
道
院
を
去

っ
た
。

（

9
） 

彼
の
こ
の
退
去
は
六
一

O
年
で
あ
る
か
ら
プ
ル
グ
ン
ド
地
方
の
滞
在
期
間
は
約
二
十
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
間
彼
は
王
室
貴
族

を
初
め
一
般
庶
民
よ
り
篤
く
崇
敬
さ
れ
、
或
は
己
の
子
弟
の
教
育
を
彼
に
委
ね
、
或
は
自
ら
彼
の
前
に
峨
悔
告
白
を
な
し
、
清
純
な
生
活
を
送

ろ
う
と
す
る
も
の
が
日
々
増
加
し
た
に
拘
ら
ず
、
遂
に
か
か
る
結
果
を
来
し
た
理
由
は
、
彼
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
と
し
て
の
自
己
意
識
が
極

め
て
強
烈
で
あ
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
風
の
修
道
思
想
を
徹
底
的
に
こ
の
地

に
実
施
し
よ
う
と
し
た
の
で
、

現
地
入
の
反
感
を
う
け
た
為
と
考

え
ら
れ
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
あ
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
信
者
の
生
活
そ
の
も
の
が
修
道
生
活
で
あ
り
、
叉
所
謂
修
道
者
と
称

せ
ら
れ
る
の
も
の
は
特
に
厳
格
な
禁
欲
生
活
・
を
喜
ぶ
の
に
反
し
、
フ
ラ
ン
ク
に
お
け
る
当
時
の
キ
リ
ス
ト
信
仰
は
全
く
形
式
化
し
、
内
面
的

霊
的
問
題
ま
で
思
考
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。

コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
が
「
処
罰
の
程
度
に
関
す
る
書

（

巴
伶
明
。
o
E
Zロ仲町内向ロ
5
2
2
2同州
H

E
M
S白
血

ω
ロ
F
2）
」
を
著
し
こ
れ
が
矯
正
に
つ
と
め
た
の
も
か
か
る
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ク
人
に
と
っ
て
は
こ
う
し
た
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窮
屈
極
ま
る
異
国
的
な
信
仰
生
活
は
望
ま
し
か
ら
ず
、
且
こ
の
地
方
で
は
あ
り
勝
ち
な
テ
オ
デ
リ
ッ
グ
の
品
行
問
題
を
執
劫
に
攻
撃
さ
れ
る

こ
と
も
亦
不
快
で
あ
る
。
要
す
る
に
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
フ
ラ
ン
ク
王
国
退
去
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
的
、
フ
ラ
ン
ク
的
と
い
う
二
つ
の
宗
教
生

活
様
式
（
特
に
後
記
す
る
復
活
祭
の
問
題
を
伴
う
）
の
桐
異
に
原
因
す
る
が
、
之
に
加
え
て
一
方
に
は
メ
ロ
グ
イ
ン
ガ
朝
の
歴
史
を
通
じ
て

最
も
権
謀
術
数
に
長
け
、
王
宮
内
で
椋
腕
を
振

っ
た
プ
ル
ン
ヒ
ル
ダ
が
あ
り
、
他
方
に
は
精
力
的
で
非
妥
協
的
な
而
も
性
急
に
事
を
処
理
せ

ん
と
す
る
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
が
居
た
こ
と
が
万
事
を
不
可
避
的
な
方
向
に
ま
で
進
展
さ
せ
た
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
－
1

彼
が
司

教
で
も
な
く
、
玉
や
太
后
を
破
門
に
し
た
こ
と
な
ど
も
、
彼
の
性
格
の
一
端
を
一
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
！

l

こ
れ
よ
り
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
王
命
を
受
け
た
何

m
g
B
S巳
5
の
引
卒
す
る
一
隊
に
議
衛
さ
れ
て
〉

c
m
gさ
を
出
ロ
自
（
吉
伸

5
）唱

。
仰
ぐ

ω
F
（K
Fぐ

ω己
C
D
）・

k
r
E
Z色。
ι。
2
5
（
〉
ロ
M
O
H
H
m
）
を
経
過
し
、

Z
H
4
2ロロ
E
（
Z
2
2
ω
）
か
ら
ロ
ア

I
ル
河
を
下
っ
て
〉

ZEe

－日gロ
B
（
安
尽
き
と
を
通
り
、
吋

5
8
2
（凶，
o口同
ω
リ
で
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
の
墓
に
詣
で
、

2
2
5常
ω
（
Z
S
Zろ
か
ら
フ
ラ
ン
ク

の
地
を
離
れ
よ
う
と
し
た
が
（
こ
の
時
リ
ュ
ク
セ
イ
の
弟
子
に
宛
て
た
書
簡
明
1
3。
Z
包

2
R
G己
8
2
5
0口問。
Fvωω
ロ。

ω
を
書

く
）
、
暴
風
に
悩
ま
さ
れ
て
船
は
進
ま
ず
、
再
び
上
陸
し
て
の
巴
。
忌
包
囲
（
ニ
ュ
ー
ス
ト
リ
ア
王
、
か
の
ブ
ル
ン
ヒ
ル
ダ
と
対
立
し
た
フ

レ
デ
グ
ン
デ
の
子
）
の
王
宮
に
立
ち
寄
り
、
次
い
で
フ
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
の
吋
H
M
g
a
§
2ニ
の
許
に
行
き
、
ラ
イ
ン
を
湖
っ
て
ス
イ
ス
に

入
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
ス
湖
畔
に
定
住
し
て
偶
像
崇
拝
の
原
住
民
を
教
化
し
た
が
、
右
の
宇
ワ
デ
パ
ー
ト
が
一
ア
オ
デ
リ
ッ
ク
の
た
め
に
吋
己
－

E
8
5
U
（
寸
己
主

R
－

N
己
立
の
甘
）
の
戦
に
敗
れ
（
六
二
一
〉
、
間
も
な
く
殺
さ
れ
る
に
至
っ
て
も
は
や
フ
ラ
ン
ク
内
に
永
住
す
る
気
な

く
、
遂
に
意
を
決
し
て
弟
子
。
巳

Zω
（の

m
F
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
）
を
こ
の
地
に
残
し
、
自
ら
は
弟
子
〉
仲
S
F
と
共
に
ア
ル
プ
ス
を
越

え
て
イ
タ
リ
ア
に
入
り
、
ロ
ン
パ
ル
ト
王

b
m
一Z
毘
か
ら
ボ
ピ
オ
の
地
が
与
え
ら
れ
、
こ
の
地
で
一
年
後
六
一
五
年
死
ん
で
い
る
。

以
上
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
活
動
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
に
比
す
べ
く
も
な
く
雄
大
で
あ
り
、
そ
の
足
跡
は
中
部
ガ
リ

ア
、
ラ
イ
ン
上
流
、
ス
イ
ス
地
方
よ
り
北
イ
グ
リ
ア
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
而
も
こ
の
間
彼
に
接
す
る
も
の
は
グ
ン
ト
ラ
ム
、
テ
オ
デ
リ
ッ

ク
二
世
、
ク
ロ
グ
I
ル
二
世
、
プ
ル
グ
ン
ド
王
室
の
権
力
者
プ
ル
ン
ヒ
ル
ダ
、
更
に
ロ
ン
パ
ル
ド
王
プ
ギ
ル
ル
フ
な
ど
当
時
の
代
表
的
人
物

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
王
は
す
べ
て
大
な
り
小
な
り
に
彼
か
ら
宗
教
的
感
化
を
う
け
て
居
る
こ
と
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
が
単
に
ゴ

1
ト

王
ト
テ
ィ
ラ
と
会
見
し
た
に
止
る
が
如
き
と
大
な
る
相
異
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ヴ
ス
が
ス
ピ
ア
コ
、
モ
ン
テ
カ
シ
ノ
と

移
住
し
つ
つ
も
比
較
的
平
和
な
生
活
を
送
り
、
妹
ス
コ
ラ
ス
テ
ィ
カ
と
夜
を
通
じ
て
静
か
な
会
話
を
つ
づ
け
た
と
い
う
様
な
経
験
を
コ
ル
ン

九

a，‘ 

； 
ι 
' ' 

[: 
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二
O

パ
ア
ヌ
ス
は
持
た
ず
、
生
涯
を
通
じ
て
最
大
の
努
カ
を
払
っ
た
リ
ュ
ク
セ
イ
の
修
道
院
に
永
住
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
貴
族
司
教
た
ち
に

憎
悪
の
眼
を
以
っ
て
遇
せ
ら
れ
な
が
ら
イ
タ
リ
ア
ヘ
去

っ
て
い
る
。
ヨ
ナ
に
よ
れ
ば
「
彼
が
リ
ュ
ク
セ
イ
退
去
の
際
は
食
料
の
欠
乏
甚
し

く
、
オ
ル
レ
ア
ン
市
に
お
い
て
は
各
教
会
は
門
戸
を
閉
じ
て
彼
を
避
け
、
弟
子
の
旬
。
常

E
5
5
及
び
他
の
一
名
が
市
中
を
駈
廻
っ
た
が
容

易
に
食
物
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
o

」
と
あ
る
。
尤
も
ヨ
ナ
は
附
記
し
て
「
一
般
人
が
コ
ル
ン
バ
ア
ヌ
払
の
奇
蹟
を
知
っ
て
内
心
は

尊
敬
し
つ
つ
も
、
王
の
怒
を
怖
れ
て
心
な
ら
ず
も
こ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
聖
僧
と
関
係
づ
け
る
こ
と
を
遠
慮
し
た
。
」
と
云
っ
て
い
る
が
、

恐
ら
く
宗
教
界
は
勿
論
の
こ
と
一
般
庶
民
で
さ
え
、
も
、
こ
の
西
方
島
国
か
ら
の
他
国
者
に
対
し
て
一
種
の
憎
悪
感
を
持
ち
、
彼
は
か
な
り
広

範
囲
に
亘
っ
て
孤
立
せ
ざ
る
を
得
ぬ
状
態
に
あ

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
彼
が
こ
こ
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
こ
と
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
単
な
る
生
活
様
式
の
相
違
と
い
う
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の

極
め
て
激
し
い
気
象
、
無
遠
慮
な
態
度
が
世
人
の
反
感
を
買
っ

た
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
コ
ル
ン
バ
ア
ヌ
ス
が
パ
リ
の
郊

外
で
プ
ル
ン
ヒ
ル
ダ
か
ら
テ
オ
デ
リ
ッ
ク
の
子
供
ら
に
祝
福
を
与
え
ら
れ
ん
こ
と
を
請
わ
れ
た
時
、
彼
は
肘
合
え
て
「
こ
れ
等
は
淫
売
屋
よ
り

出
た
る
も
の
な
れ
ば
、
王
位
を
う
け
る
こ
と
な
か
る
べ
し
と
知
れ
。
（
〉
片
山
】
】

OH
ロ
2
ロ州
M
A
S
S－
宮
内
定
一
グ

z
g
m
月
間
包

E
ω
2
3
5

m
z
R
a
g
g
ω
ω
の山知少

A
E
H凶
【
】
命
日
ロ
H
V

∞ロ
R
5
5
2
H百円
mOH15Mゲ
）
」
と
一
五
い
、
プ
ル
ン
ヒ
ル
－
タ
を
激
怒
さ
せ
た
。
又
、
リ
ュ
ク
セ
イ

退
去
後
、
ツ
ー
ル
で
司
教
戸
内

8
2
z
m
の
招
待
を
う
け
た
時
、
食
卓
で
司
教
か
ら
「
何
故
に
郷
里
に
帰
還
さ
る
る
や
」
と
問
加
点
て
、
「
テ

オ
デ
リ
ッ
グ
の
犬
め
が
我
が
同
志
た
ち
よ
り
我
を
放
逐
せ
り
。
（
の
州
BZHHHm
凶，

E
g色町円円。
5

5
巴

ω
山

内

g
司
FZωω
げ
伶
岡
山
？
と
と
一
去

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
向
う
見
ず
の
言
動
が
彼
の
永
年
に
わ
た
る
努
力
の
結
果
を
水
泡
に
帰
せ
し
め
た
大
き
な
原
因
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
わ
れ
る
。彼

が
少
年
時
代
、
出
家
の
希
望
を
母
に
骨
げ
た
時
、
母
ぱ
漢
に
週
間
れ
闘
の
上
に
身
を
担
げ
3
伏
）
し
て
彼
の
決
意
を
概
え
さ
う
・
と
し
た
が
、
彼
は
母
の
身

体
を
踏
み
越
え
、
「
と
の
世
で
は
再
び
会
わ
ぬ
で
あ
ろ
う
」
と
一
式
い
つ
つ
・
去
っ
た
と
い
ろ
。
修
道
思
想
が
流
行
し
た
当
時
に
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
非

常
識
極
玄
る
而
も
残
酷
と
ま
で
思
わ
れ
る
と
の
よ
う
な
行
為
も
、
何
ら
珍
し
か
ら
ぬ
、
む
し
ろ
褒
む
べ
き
と
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
と
と

に
も
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
性
格
の
一
端
が
現
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
、
コ
ル
ン
バ
ア
ヌ
，ス
の
伝
道
事
業
は
無
効
に
終
っ
た
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
そ

の
人
は
追
放
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
リ
ュ
グ
セ
イ
の
修
道
院
は
そ
の
後
も
栄
え
、
彼
の
後
に
は
円
2
E
2
5
の
修
道
院
に
居
た

KMZ包
ω
（
彼
は
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プ
ル

グ
ン
ド
人
で
あ
る
。
）
が
之
に
代
る
予
定
で
あ

っ
た
が
師
コ
ル
ン
バ
ア
ヌ
ス
に
従

っ
て
ト
記
の
如
く
共
に
ボ
ピ
オ
に
来
り
、
コ
ル
ン
パ

ア
ヌ
ス
の
死
後
ボ
ピ
オ
の
院
長
と
な
り
、

一
方
リ
ュ
ク
セ
イ
の
院
長
は
開

5
S
E
g
（
元
パ
ン
ゴ
ー
ル
の
修
道
士
で
、
さ
き
に
コ
ル
ン
パ

ア
ヌ
ス
と
同
行
し
た
人
）
が
な
り
、
次
い
で
毛
色
円
借
w
Z
2
が
そ
の
後
を
襲
う
た
頃
、
同
院
は
益
々
隆
盛
に
赴
く
一
方
、
各
地
に
コ
ル
ン
パ

ア
ヌ
ス
の
精
神
を
継
承
す
る
修
道
院
が
現
わ
れ
て
く
る
。
即
ち

窓
口

m
g
（
の
窓
口
弘
・
宮
2
E
V
K
μ
F
m
（
h
z
Z
Z
M
M〉
両
河
間
に
白
戸
同
時
間
戸
】
E
色。

p
g
の
建
て
た
開
げ
2
2
2
5
（司州
HHO目
。
E
Z
H
m）

の
修
道
院

E
a
z
m
が
建
て
た
∞
。
－

m
B
E
R
g
B
（
∞
♀
日
間
口
内
刊
の
〉
の
修
道
院

国

2
岳
。
向
ω
の
建
立
し
た
回
X
Z
H
山
gm
（図。

R
院内
ω
）

修

道

院

叫，

H
M
g巳
巳

Eω
問。ゲ。－
oロロ

ω
が
右
の
プ
ー
ル
ジ
ュ
附
近
に
数
個
の
修
道
院
を
作
る
。
即
ち
冨
ニ

B
m
E
E
（
ZRBω
ロ
含
）
河
上
の

一
島
に
、
同
河
畔
白
川
肖

g
gロロ
B
（め廿

ω
H
g
g口
一
〉
に
、

b
5
0
s
c．－〉
Z
ヴ
色
ω
）
河
畔
の
の
自
注
目
”
の
ロ
B

に、

Z
Z
Rロ
ロ
自

（
Z
2
2
m）
市
附
近
に
。）

K
F
色
。
の
設
立
し
た
』

ο
g
H同
O

の
修
道
院

7

）

巴
包
。
（

C
R
P
K戸口
acg）
の
建
設
し
た
河
内
げ
m
Z
の
修
道
院

巴
色
。
。
－

5
（
巴
山
内
】
〉
の
建
て
た
門
戸
与

g
（
H
L
M
H
P
T
M仲
店
）
の
修
道
院

吉
弘
。
自
民
（
。
B
O
H
）
が
∞

S
E
に
建
γ

民

営

白

3
E
の
修
道
院

閉口
HMm足
立
包
の
設
け
た
の

5
8
2
の
修
道
院

な
ど
は
そ
の
重
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
右
の
設
立
者
及
び
そ
の
弟
子
た
ち
は
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
そ
の
人
に
対
す
る
尊
敬
と
思
慕
の
あ
ま

り
修
道
生
活
に
身
を
投
じ
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
コ
ル

ン
パ

ア
ヌ
ス
の
戒
律
を
日
常
生
活
の
基
準
と
し
て
は
居
る
が
、
こ
れ
ら
の
修
道
院
相

互
間
に
は
何
等
の
精
神
的
な
融
合
も
連
絡
も
な
く
、
個
別
的
な
、
云
わ
ば
ば
ら
ば
ら
な
存
在
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
而
も
彼
等
が
フ
ラ
ン
ス
や

ス
イ
ス
、
北
イ
タ
リ
ア
な
ど
に
お
い
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
的
な
、
即
ち
異
国
的
な
生
活
様
式
を
護
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
無
理
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
は
れ
る
。
従
っ
て
時
代
を
経
る
に
従
い
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
的
な
生
活
が
次
第
に
こ
れ
ら
の
地
方
か
ら
払
拭
さ
れ
て
い
っ

た
の
は
止
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ

っ
た
。
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ニ

コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
も
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ヴ
ス
も
共
に
戒
律
を
編
纂
し
て
修
道
士
の
生
活
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
ベ
、
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ

ス
の
戒
律
に
つ
い
て
世
間
川
1
翻
訳
、
や
研
究
な
ど
が
発
表
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
小
文
で
は
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
戒
律
を
主
に
し
て
、
両
者
を

比
較
検
討
し
た
い
と
思
う
。

べ
、
ネ
デ
ィ

ク
ト
ヴ
ス

の
戒
律
は
全
七
十
三
章
、
そ
の
内
容
は
整
然
と
し
て
お
り
、
各
章
の
記
述
は
敦
れ
も
具
体
的
で
あ
り
、
旦
、
懇
切
で

あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
戒
律
（
全
十
章
）
は
不
整
備
で
あ
り
（
特
に
第
十
章
は
著
し
く
定
大
で
あ
る
。
）
、
修
道
士
の

精
神
生
活
を
重
視
し
、
彼
ら
の
行
動
を
常
に
監
視
し
て
処
罰
を
厳
に
す
る
が
、
修
道
院
の
統
制
、
集
団
的
修
道
生
活
の
方
法
、
相
互
の
関

係
、
融
和
な
ど

に
関
し
て
は
殆
ん
ど
注
意
を
払

っ
て
い
な
い
。

十
章
の
内
容
は
、
第

一
章
（
服
従
）
、
第
ご
章
（
沈
黙
）
、
第
三
章
（
飲
食
）
、
第
四
章
（
清
賓
と
、

食
欲

の
抑
圧
）
、
管
主
章
（
庶
栄

の
抑
圧
）
、
第

六
章
（
貞
潔
）
、
第
七
章
（
祈
祷
の
順
序
）
、
第
八
章
（
熟
慮
慎
重
）
第
九
章
（
禁
欲
）
、
第
十
章
（
各
種
の
罪
過
）
で
あ
ろ
。

先
ず
修
道
生
活
の
三
大
要
件
で
あ
る
服
従
、
清
貧
、
貞
潔
に
つ
い
て
比
較
し
て
見
る
と

服

従

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ヴ
ス
の
第
五
章
、
コ
ル
ン
パ
ア

ヌ
ス
の
第
一
章
に
見
え
、
共
に
ル
カ
伝

一
O
ノ一

六

「
汝
等
に
聴
く
人
は
我
に
聴
く
な

り
」
の
何
を
引
用
し
て
年
長
者
の
命
令
に
は
直
ち
に
服
従
す
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
。

ベ
ネ
、
「
謙
遜
の
第
一

階
梯
は
猶
予
な
く
服
従
す
る
こ
と
な
り
。
（
司
片
山

B
g
M
E
B
E
s
t
ω
悶

g
己

5

2
件
。
ヴ
。
包
向
。
ロ
片
山
内
w
m
E
0
5
2
ω
・）

服
従
と
は
：
：
：
長
上
よ
り
何
ら
か
の
命
あ
る
や
、
神
よ
り
命
ぜ
ら
れ
し
如
く
思
ひ
、

一
刻
も
遅
れ
ず
実
行
す
る
が
如
、交
＼
即
ち
こ
れ
な

り
（
出
・
ほ
の
の
。
ロ
J
1
0
H
M
Z
F
Z
A
E
－－：：

E
。
凶
包
五
口
一
色
町

H
H
6
0
5
g
s
m
w
g色
。
E
E
2
F
月

忠

告

i
E
Z
ω

日

B
一宮
g
g
H

E
。
g
E
宮
巴
ロ
g
立
ω
E
E
F
2
8
a。・）」

コ
ル
、
「
次
に
年
長
者
の
最
初
の
言
葉
に
対
し
《
年
長
者
が
一
式
ひ
初
む
る
や
否
や
》
、
こ
れ
を
聞
き
し

一
同
は
服
従
す
ペ
く
起
立
せ
ざ
る

べ
か
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
服
従
は
神
に
献
げ
ら
れ
し
も
の
な
れ
ば
な
り
。
（
巴
色
白
色
。
包
宮
山

B
ロ
B
Z
Hげ
Z
5
2
E。
同
一
切
。
E
E
B

凶
【
凶
⑦
ヴ
包
芯
HH【凶戸
M
5
3
E
z
z
o
m
m
Z
H間
内
同
町
⑦
旬
。
円
宮
神
ぃ
♂
昆

ω
。
t
a
zロ伸一
ω
巴
g
a
z
z
gア
：
：
：
）
L
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ベ
ネ
、
「
《
服
従
は
》
弟
子
た
ち
よ
り
善
意
を
以
て
《
神
に
》
献
げ
ら
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
口
何
と
な
れ
ば
神
は
喜
び
て
与
ふ
る
も
の
を
愛

し
給
へ
ば
な
り
。
（
何
件
。
E
U
ず
。
口
。
∞
旦

E
C
m
E
m
O
G
E
E
H
V円
mwmヴ
2
』
。
HU。同件。ナ

DEMWHMニ
m
H
2
u
a
m件。
5
g
a
－－f
z

巴
2Mω
）」

コ
ル
、
「
如
何
に
辛
く
困
難
な
り
と
も
、
情
熱
と
喜
び
を
以
て
受
け
入
る
べ
し
。

（：：・

J
β
5
5
4
E
己
日
ロ
自
立
白
色
ロ
ロ
B
E
F
ω
a

g
S
F
3
。2
2
E
2目立
ωω
の
の
目
立

B
E
B
o
z－）」

か
く
の
如
く
、
服
従
に
対
す
る
見
界
は
両
者
全
く
同
一
で
あ
る
が
、
唯
重
大
な
相
異
点
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
に
あ
っ
て
は
、
服
従
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
修
道
院
に
住
み
、
修
道
院
長
を
首
長
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
（

5
0。
g
。
吉
広
包
め
肉
g
z
m－

nσvm常
B

m目
立

ち
刊
誌

8
2
含
包
含
窓
口
？
と
の
で
あ
り
、
更
に
第
二
章
の
「
修
道
院
長
は
如
何
な
る
人
で
あ
る
べ
き
か
」
に
お
い
て
詳
細
に
そ
の
職
責
を

定
め
て
い
る
が
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
に
お
い
て
は
単
に
年
長
者
（

m
g山
。
ァ
こ
の
語
は
単
数
形
で
唯
一
回
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
）
に
服
従

す
る
こ
と
を
命
ず
る
。
つ
ま
り
前
者
は
修
道
院
の
組
織
と
命
令
系
統
と
を
重
ん
じ
、
す
べ
て
修
道
院
長
に
統
率
さ
れ
る
こ
と
を
言
外
に
含
め

る
の
で
あ
る
が
、
後
者
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
で
は
、
当
時
の
修
道
院
（
即
ち
リ
ュ
ク
セ
イ
の
）
の
年
長
者
は
自
己
即
ち
院
長
で
あ
り
、
自
己
の

自
由
意
志
に
よ

っ
て
院
内
万
端
の
事
務
は
運
営
さ
れ
て
行
く
か
ら
、

2
骨
者
の
如
く
特
に
院
長
の
権
威
を
強
調
し
、
叉
院
長
に
よ
っ
て
統
御
さ

れ
る
一
修
道
院
な
る
も
の
を
推
定
す
る
必
要
は
な
い
。
要
す
る
に
コ
ル
ン
バ
ア
ヌ
ス
の
戒
律
は
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
と
い
う
強
力
な
権
力
者

の
存
在
下
に
あ
っ
て
の
み
施
行
さ
る
べ
き
便
宜
上
の
、
一
式
わ
ば
当
座
の
規
定
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ぬ

L

貞

潔

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
戒
律
に
は
第
四
章
に
「
貞
潔
を
愛
せ
。
（
の
g
z
g宮
自
白
B
m
H
m）
」
の
一
句
が
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
コ
ル
ン

パ
ア
ヌ
ス
は
第
六
章
に
マ
グ
イ
伝
五
ノ
二
八
に
見
え
る
「
色
情
を
起
さ
ん
と
て
婦
を
見
る
人
は
既
に
心
の
中
に
之
と
姦
淫
し
た
る
な
り
」
の

句
を
引
用
し
、

貞
潔
を
単
に
肉
体
に
止
め
ず
精
神
の
問
題
と
す
る
。
さ
れ
ば
「
も
し
心
に
貞
潔
た
ら
ず
ん
ば
肉
に
貞
潔
た
り
と
も
何
の
利
あ

ら
ん
や
。
（
間
同
心
邑
己
切
円
。
【
r
z
i
H問
。
。
。
同
唱
。
Hmw
巴
口
。
ロ
色
丹
色
同
問
。

E
R
H
Z
C」
と
さ
え
云
う
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
も
コ

ル
ン
バ
ア
ヌ
ス
の
妥
協
を
許
さ
ぬ
強
烈
な
性
格
を
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
一
方
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
グ
ス
が
貞
潔
の
問
題
を
単
に

一
一
語
に
止
め
た
の
は
明
か
異
様
に
感
ず
る
け
れ
ど
も
、
も
し
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ザ
ス
の
修
道
院
が
修
道
士
に
∞
宮
ゲ
ニ
z
g
（
修
道
院
定
住
、

第
五
十
八
章
、
第
六
十
一
意
）
と
の
。
ロ
2
3
E
E。
E

B

E。
2
5
（
操
行
改
選
、
第
五
十
八
章
）
と
を
強
制
し
、
院
長
の
下
に
強
力
な

一一一一一
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二
四

組
織
の
中
に
立
つ
な
ら
ば
、
貞
潔
と
い
う
困
難
な
問
題
は
自
ら
解
決
さ
れ
る
筈
で
あ
る

G

つ
ま
り
前
者
は
個
人
の
自
律
的
な
貞
潔
を
要
求
す

る
が
、
後
者
は
統
制
あ
る
集
団
生
活
内
に
あ
っ
て
自
ら
行
わ
る
べ
き
貞
潔
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

清

貧

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
は
第
三
十
三
章
の
「
修
道
者
は
私
有
物
を
持
つ
べ
き
か
」
に
お
い
て
院
長
の
許
可
を
得
な
い
一
切
の
私
物
を
禁
じ
、

第
五
十
五
章
「
修
友
の
衣
服
、
靴
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
私
有
物
を
禁
ず
る
一
方
、
日
常
の
必
需
品
で
あ
る

k
着
（
の

5
E
E
H
下
着
、

（
Z
E
o色
、
靴
下
（
町
内
包
己
g
）
、
靴
（

g
口
問
先
）
、
帯
（

r
g
o己
伶
）
、
小
万
（

g
x丘四
5
）
、
錐
（
ぬ
Hm旬
開
ユ

c
E－
実
は
ベ
ン
の
代
用
）
、

針
（

mozm）
、
は
ん
け
ち
（

gmHV旬
Z
E
H
書
板
（
宮
ヴ
三
宮
〉
が
院
長
か
ら
与
え
ら
れ
る
。
叉
入
院
時
に
は
所
有
財
産
を
「
或
は
予
じ
め

賞
者
に
与
え
る
か
、
或
は
正
式
に
修
道
院
に
寄
附
し
、
み
ず
か
ら
は
一
切
何
物
を
も
保
有
せ
ざ
る
（
ω三
日
。
ぬ
丘
匂
江
口
ω
宮
ZH福岡山
V
5
・

州

吉

伸

片

R
g
g
Z
E
E
Z同
色
。
ロ
m巴。
D
o
gえ
め
円
三

B
。ロ
ω
2
2
z
w
呂
町
己
色
宮
店
認
3
8
ω
負
。
E
ロ
5
5・
）
」
こ
と
を
第
五
十
八
章

に
定
め
る
。
然
る
に
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
か
く
の
如
く
、
清
貧
生
活
の
具
休
的
内
容
を
示
す
こ
と
な
く
、
そ
の
戒
律
第
四
章
に
「
ま
こ
と
に
彼

等
が
余
分
の
も
の
を
持
つ
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
《
持
た
ん
と
》
欲
す
る
こ
と
も
非
難
す
べ
く
、
そ
の
財
産
《
を
云
ふ
》
に
非
ず
、
《
そ
の
》

意
慾
《
そ
の
も
の
が
》
問
題
と
な
る
な
り
。
（

Z
E一戸山同ロ自己
CHHM
目。ロ

g
E
B
m
g
H】
2
2
5
8
m
E
m
Z
H
m
a
ω
Bロ
ω玄】句

g
p
m
a

z
Z
5
2口め

u
S
5
2
2
白。ロ

2
5
5・
mm己
g
E
E
S
D
5
2
Z
S
H）
」
と
云
い
、
更
に

「
修
道
士
に
と
り
て
食
欲
は
療
病
《
の
如

き
も
の
》
な
り
と
知
れ
。
（

ω己
g
常

m
Z
H
V
B
E
a
mめ
の
ロ
立

E
Z常
B
目
。
g
。
F
F
・
－
：
：
ど
と
し
て
、
あ
く
ま
で
精
神
の
問
題
に
重
点

を
置
い
て
い
る
。

そ
の
他
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
戒
律
に
あ
っ
て
は
、
第
二
牽
「
沈
黙
に
つ
い
て
」
の
項
に
お
い
て
も
「
《
一
広
ふ
こ
と
が
》
可
能
な
り
し
時
に
、

正
し
き
《
一
一
百
葉
》
を
一
式
ふ
を
欲
せ
ず
、
却

っ
て
多
弁
を
以
て
、
邪
悪
な
る
、
不
正
な
る
、
汚
れ
し
、
無
益
な
る
、
有
害
な
る
、
不
確
実
な

る
、
虚
偽
の
、
闘
争
的
な
る
、
侮
辱
的
な
る
、
不
潔
な
る
、
作
り
話
の
、
不
敬
な
る
、
暴
々
し
き
、
ひ
ね
く
れ
た
る
《
言
語
》
を
語
る
こ
と
を

好
む
も
の
は
、
正
し
く
罪
悪
と
さ
る
べ
き
な
り
。
（
（
『
Z
2
0
己
ωBHA内
最
ロ
ロ
宮
門

DC日
］
号
g
E
2忠
良

V
H
5
2ロ
悼
の

Z
E
H
U。
Z
2
Z口氏

ω包
口
語
】
P

E
い

2
2
P
E
6
F
E
S
E－
宮
古
同
日

S
F
E
2
3
p
p
z
p
g
z
g
z。
g
・
8
5
2自
己
目
。
m
p
さ
G
F
P
σ
巳。．

m
m
w
V
E
8町内
E
P
S
H
V
2
M凶
虫
色
白
g
g
z
s
E
m
m
H
H
Z】岱

2Hσ
。巴

S
2
2己
5
2
5
U・
』
と
述
べ
、
叉
、
第
五
章
「
虚
栄
心
を
制

圧
す
べ
き
こ
と
」
に
お
い
て
も
、
ル
カ
伝
一

六
ノ
一
五
、

一
八
ノ
一
一
の
何
を
引
用
し
、
人
の
中
に
高
く
せ
ら
る
る
も
の
、
即
ち
自
ら
を
正
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し
と
す
る
パ
リ
サ
イ
人
の
態
度
を
例
に
挙
げ
て
虚
栄
と
高
慢
と
は
す
べ
て
の
普
の
破
壊
者

（
宮
常

H
m
g匂
肯
定
〉
で
あ
る
と
す
る
。

叉
、
第
九
章
に
あ
っ
て
も
苦
行
や
禁
欲
の
具
体
的
内
容
は
説
か
ず
、
「
修
道
者
は
裁
く
者
で
は
な
く
、
常
に
裁
か
る
る
者
の
地
位
に
立
ち
、

口
論
す
る
こ
と
な
く
、
他
人
の
忠
告
（
。
。
ロ
巴
ロ
ロ
B
）
を
聞
い
て
之
に
服
従
す
べ
き
」
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

E
、
「
倣
慢
に
し
て
頑
迷
な
る

素
質
の
も
の
に
は
堪
え
難
き
苦
行
も
、
謙
遜
し
柔
和
な
る
こ
と
を
喜
ぶ
も
の
に
は
慰
轄
と
な
る
。
（

Z
0
2
5
8片山。

D
g
Dロア

ω
8
2
E
m

州

W
O

己戸
H
H
Z
E
A
C
Z
E
Zロ
タ
日
】
】
町
内
∞
件
。
。
ロ
ω己
主

ZW
。
E
F
v
o
m
c
E
E
H
V｝
”
の
ぬ
件
。
口
。
己
『
ロ
HHH己
m
g
B
ω
ロ
ω
5
Z
B
S仲
・
）
」
と
し
、

「
そ
の
故
に
苦
行
に
三
つ
の
方
法
あ
り
。
心
を
乱
さ
ず
勝
手
な
る
一
一
一
口
辞
を
弄
せ
ず
、
《
己
が
欲
す
る
》
何
処
へ
も
行
く
が
如
き
こ
と
を
絶
対

に
な
さ
ざ
る
こ
と
（
好
き
勝
手
な
こ
と
を
行
う
な
の
意
か
〉
《
即
ち
こ
れ
な
り
o

》
（
富
。
三
日
目
。

E
E
E
m
日
程
昨
日
可
否
－

2

2
件
目
安
）

U

D
。ロ

m
E
B。
岳

ω
g
E
ω
H
F
口
。
ロ
ロ
ロ
ぬ
S
E
E
S
－2
E・
ロ
。
口
町
同
内
心

F
H
2
5
B
ω
v
g
E宮
・
）
」
と
い
う
よ
う
に
あ
く
ま
で
内
面

的
、
精
神
的
な
生
活
の
み
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
観
察
し
て
く
る
と
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
修
道
士
が
行
動
を
開
始
す
る
以
前
に
先
ず
内
省
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
認

れ
る
が
、
か
か
る
内
省
の
為
に
彼
は
第
八
章
「
熟
慮
慎
重
に
つ
い
て
（
巴
め
色

ω
2
2日
。
ロ
ぬ
と
に
お
い
て
、
議
口
と
悪
と
を
識
別
す
る
能
力
を

め
ら
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
よ
う
祈
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
善
悪
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
コ
ル
ン
ベ
ア
ヌ
ス
は
リ
ュ
ク
セ
イ
の
修
道
院
に
お
い
て
、
配
下
の
修
道
者
に
対
し
先
ず
内
省
的
自
律
的
な
生
活
を
奨

励
し
た
が
、
共
同
生
活
に
必
要
な
日
々
の
祈
薦
や
作
業
に
関
す
る
時
間
的
区
分
の
如
き
は
第
三
義
的
な
も
の
と
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
か
か
る
自
律
的
内
省
が
必
要
で
あ

っ
た
理
由
は
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
修
道
院
に
お
い
て
各
修
道
士
は
通
常
夫
々

の
個
室
に
住
ん
で
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
コ
ル
ン
ベ
ア
ヌ
ス
の
戒
律
第
七
章
に
「
さ
れ
ど
祈
博
す
る
も
の
は
定
め
ら
れ
し
時
に
一
同
直
ち
に

集
合
す
、
と
い
う
定
時
祈
稽
の
順
序
（
次
第
）
を
心
得
置
く
べ
く
、
こ
れ
が
終
了
後
、
各
々
は
自
己
の
個
室
に
て
祈
祷
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

（∞

a
D
E印
。
g
z。ロロ
B
g
口。
E
8
2
5
口。

2
8己
5

2
仲
B
a
s－
E
2
5
。
E
5
ω
巴
B
己
。
g
E
g
F
2
z
g
P
4
3
S
E

己
主

5
5
円以民ヴロ

m
A
5
0
H
u
g－z
z
m
c
E
H
M
D－

z
c
o
s
s〜vmS町内
M
M
S
。
g
H内
己
め
げ
め
ご
と
と
あ
り
、
叉
同
第
十
章
に
は
ぷ
己

E
3

3
2ロロ］向
3
の
文
字
が
使
用
さ
れ
て
あ
る

0
2

じ
れ
は
ベ
、
ネ
デ
ィ
ク
ト
ヴ
ス
の
戒
樟
第
二
十
二
章
に

「
各
々
は
各
自
の
寝
台
に
眠
る
べ

L
o

－
－
：
：
も
し
出
来
得
れ
ば
す
べ
て
の
者
が
同

一
の
場
所
に
寝
を
と
れ
。
（
∞
吉
岡
ロ
ロ
ヨ
円
切
山
口
問
己
創
－

2
g
a
2
E
S
E－－：：・：－
m印刷】。
2
2

片山内

Hr
。
B
ロ
g

z

s
。
－
。
。
。

ι。片岡
H】E
E・
ど
と
あ
り
、
所
謂
寝
室
（
ロ

2
2
Z
2
E
S）
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
対
照
を
な
し
て

二
五
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一一六

い
る
。
ペ
つ
ま
り
前
者
に
は
未
だ
東
方
的
修
道
生
活
様
式
が
残
存
し
、
個
別
的
な
膜
想
や
祈
一
障
の
時
間
が
あ
っ
た
の
に
反
し
、
後
者
に
お
い

て
は
集
団
的
共
同
的
な
生
活
（
修
道
院
は
所
謂
。
。
ロ
開
店
尚
三
芯
で
あ
る
と
い
う
観
念
に
立
つ
。
戒
律
第
三
章
を
見
ょ
。
）
に
主
眼
点
が
あ

っ
た
事
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
毎
日
の
飲
食
物
、
睡
眠
に
つ
い
て
見
る
。

食
事
，
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
戒
律
第
一
二
章
に
よ
れ
ば
、
「
修
道
士
の
食
物
は
廉
価
《
通
常
口
問
》
に
し
て
夕
刻
な
る
べ
し
《
夕
刻
に
と
る
べ

し
》
。
満
腹
と
飲
物
の
酪
町
と
を
避
け
よ
口
（
の

5
5
色
円
三
回
目

ω
2
4
2竹内
3
E
5
E。
5
0何回。
2
3
m
m仲
Z
g伴内
E

E
包

g
F
2

H

】。さ
ω
各
巴
2
2め
B
・
）
」
叉
、
『
野
菜
類
、
水
を
混
じ
た
る
澱
粉
、
調
理
さ
れ
た
る
小
量
の
パ
ン
を
添
ふ
。
腹
に
こ
た
え
る
こ
と
な
く
、
心

を
抑
へ
る
《
気
を
重
く
す
る
》

a

こ
と
な
か
ら
し
め
よ
。
（

C
Z
E－
－
伶
肉

C
E
E
P
P
H日出向凶
M

凶門富山

ω
E
W
E－
2
5
匂

mHJ1。
Humロ
E
3
uユ－

B
創
立
。
一

d
。
窓
口

5

8

3

2♂

2
E
g

：ミ
2
2
2
C」
と
あ
る
。
一
方
ベ
、
ネ
デ
ィ

J
h
ウ
ス
の
戒
律
に
は
第
四
章
に
「
大
食
せ

ざ
る
こ
と
（

Z
。
E
E己
さ

E
E
h
H
2
5・
）
」
と
規
定
し
つ
つ
も
、
更
に
第
三
十
九
章
で
は
「
約
一
リ
プ
ラ
の
パ
ン
は
一
日
《
の
食
料
》
に
充

分
な
る
べ
し
、
こ
れ
は
《
一
日
》
一
回
食
事
の
時
も
、
中
食
夕
食
の
時
も

0
3
8
Z
ロ
F
5
5
ω
胃
8
2
8
2時
虫
色
丘
町
ロ
巳

5
色
認

ロロ
ω
m
x
g
P
2
z
w
m
z
m
買
∞
包
ロ

2
S
E
m・
）
」
、
副
食
物
に
つ
い
て
も
同
意
に
「
す
べ
て
の
修
道
士
に
と
り
て
煮
物
二
品
に
て
充
分

な
る
べ
し
。
叉
も
し
あ
ら
ば
果
物
、
新
鮮
な
る
野
菜
を
第
三
品
と
し
て
附
加
す
べ
し
。
（
開
同
問
。
己
口
。

HV己
E
g
z
z
ω
8
2
m
片
岡
三
ヱ
ゲ

5

0
5ロ
5
5
m
Z片片山の宮口片山

2
m山崎ロ
2
E
C口
弘
め
旬
。

Bωω
三
ロ
2
2
5
E
Z肉戸
M
B
E
Z
B－
包
己
主
ミ

2
宮
2
E
B・
）
」
と
記
さ
れ
て
あ

る
。
次
長
物
と
し
て
は
勾
く
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ヴ
ス
の
戒
律
第
四
章
に
「
乱
酔
せ
ざ
る
こ
と
（

z
g
i
g－
2
2
5・
ど
と
あ
り
、
更
に

第
四
十
章
に
「
一
日
一
へ
ミ
ナ
の
葡
萄
酒
に
て
各
人
は
充
介
な
り
と
信
、
ず
。
（
の
古
色

g
g
Eぬ
E
一S
E
主
主
宮
H
m
Eぬ
己

8

2
時
E
S
E

－u
内
円
品
目

1
E・
）
」
と
記
さ
れ
て
弘
る
o

一
方
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
戒
律
で
は
、
前
記
の
よ
う
に
「
醗
町
を
さ
け
よ
」
と
の
規
定
は
あ
る
が
、

当
時
の
彼
の
修
道
院
で
は
ピ
リ
ペ
ル
が
常
時
飲
用
さ
れ
て
い
た
。
故
に
飲
食
に
関
す
る
限
り
、
コ
ル
ン
バ
ア
ヌ
ス
の
修
道
院
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

ヴ
ス
の
そ
れ
と
比
し
て
特
に
禁
欲
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

次
に
睡
眠
時
間
に
つ
い
て
見
る
に
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
戒
律
に
は
起
床
と
就
寝
の
時
間
に
関
す
る
規
定
は
な
く
、
唯
第
九
章
の
終
に
記

さ
れ
た
「
修
道
士
の
完
全
性
に
つ
い
て
（
巴
内
宮
昆

2
z。
2

2。
g。
E
V」
の
中
に
、
修
道
士
は
「
歩
き
つ
つ
眠
を
催
す
が
如
く
あ
る
べ
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く
、
限
り
終
へ
て
後
、
起
さ
る
る
、
が
如
き
こ
と
な
か
る
べ
し
。
（
〉

B
ゲロ

E
D
2
5
色。

HHE仲
2
・
ロ

m
o
a
F
M
E
a

－2
。

ω。
向
日
。

ωロヲ

ぬ
め
円
向
。
。
百
円
高
己
主
Z
片
山
）
」
と
あ
り
、
睡
眠
を
極
・
度
に
制
限
し
て
い
る
。
然
る
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ヴ
ス
の
戒
律
第
四
十
一
章
に

「
《
日
の
》

光
の
中
に
す
べ
て
の
も
の
が
な
さ
る
る
様
に
（

E
Z
2
2
ω
三
。

B
Eと
」
と
あ
り
、
従
っ
て
日
設
後
直
ち
に
就
床
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ

る
。
叉
第
八
章
に
は
「
冬
期
即
ち
十
一
月
一
日
よ
り
復
活
祭
ま
で
は
適
度
に
塩
梅
し
て
夜
の
第
八
時
に
起
床
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
（
出

Z
B
Z

2
g－u。
H0・
広

g
伴
内
凶
同
色
め
ロ

ι
z
z。
J1⑦
E
F
E
tロ
ω
ロ
ω門
主
命
日
ロ
回
以
説
。

EMY
苫
M円
言
。
。
口
忠
弘

OH淳
一
。
ロ

m
w
E
E片
山
。
ロ
｛
少
。
。
同
州

WJ1ω
何回。

E

5
2日
ω
g
H向。口広口
B

B
仲
・
）
」
叉
「
復
活
祭
よ
り
上
記
の
十
一
月
に
至
る
ま
で
は
、
日
出
時
に
行
は
る
べ
き
朝
課
が
少
時
の
間
隔
の
後

（
こ
の
間
修
友
は
用
便
に
行
け
）
、
夜
の
聖
務
に
続
く
様
に
時
間
が
定
め
ら
る
べ
し
。
（

KFMMgoHgω
ロ伴内

B
g
ρ
5
ω
己

mZH》
H．ω己目。．

gωZ2σHHHゲ
Hmpω
一の件。

B℃
0
5
2同
甘
。

g
与
さ
間
一
－

U
E
B－－
KM拘
m
E
m
3
3
E
m山吉・。山
E
R
g－
z・
門
言
。
時
同
勾
仲
円

g
白
色
白
め
の
⑦

ω－

g
立

ω
g
z
g
o
a
S
5・
5
。
叫
内
包

2
5
E
r
ο
E
Z
O印刷】山内ロ仲何日ロのめ∞ぬ
8
2
2ログ

g
Z
2
S
E
R－
）
」
と
記
さ
れ
、
更
に
夏
期

の
イ
タ
リ
ア
で
は
必
要
な
少
時
の
午
陸
、
所
謂
包

g
g
が
あ
り
（
第
四
十
八
草
川
こ
れ
ら
の
時
聞
を
合
計
す
れ
ば
、
冬
に
は
八
、
九
時

（
持
）

問
、
夏
に
は
七
、
八
時
間
と
な
り
、
修
道
士
に
と
っ
て
は
充
分
な
休
養
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
従

っ
て
食
事
の
場
合
に
比
し
、
睡
眠
に
関
し

て
は
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
甚
し
く
禁
欲
的
で
あ
る
が
、
彼
が
食
事
に
お
い
て
は
寛
に
、
睡
眠
に
お
い
て
は
厳
に
し
た
の
は
、
郷
里
の
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
や
ガ
リ
ア
の
東
部
が
イ
タ
リ
ア
に
比
し
て
気
温
が
著
し
く
相
異
し
て
い
る
為
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
刑
罰
に
つ
い
て
見
る
に
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
に
あ
っ
て
は
極
端
に
ま
で
苛
酷
の
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
彼
の
処
罰
方
針
に
つ
い
て
は

戒
律
第
十
章
の
「
諸
種
の
罪
過
に
つ
い
て
（
ロ

2
出

Z
H巴
宮
古
の
己

3
2
5ど
に
一
ホ
さ
れ
て
い
る
が
、
本
章
は
他
章
に
比
し
て
そ
の
内
容
は

甚
だ
長
く
、
叉
、
他
章
が
常
に
精
神
的
方
面
の
み
を
述
べ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
こ
れ
は
余
り
に
も
不
調
和
で
あ
る
。
従
っ
て
本
章
は
コ
ル

（

m
d 

ン
パ
ア
ヌ
ス
の
筆
で
は
な
い
と
い
う
説
も
あ
り
、
ム
ワ
直
ち
に
そ
の
真
偽
の
程
を
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
察
す
る
に

直
接
彼
の
筆
で
は
な
い
に
せ
よ
、
彼
の
意
考
を
休
し
た
弟
子
た
ち
の
記
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
コ
ル
ン

（
ぬ
）

パ
ア
ヌ
ス
の
修
道
院
（
戒
律
第
九
章
「
修
道
士
の
完
全
性
に
つ
い
て
」
以
下
は
ボ
ピ
オ
の
修
道
院
の
記
録
と
云
わ
る
〉
に
お
い
て
種
々
の
過

失
或
は
大
小
の
犯
罪
が
あ
っ
た
時
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
が
こ
・
れ
に
適
当
な
処
罰
を
命
じ
、
弟
子
た
ち
が
か
か
る
実
例
が
今
後
に
も
起
る
で
あ

ろ
う
と
い
う
事
を
予
想
し
て
、
そ
の
都
度
記
憶
の
た
め
に
書
き
遺
し
た
も
の
が
こ
の
第
十
章
で
は
な
か
ろ
う
か
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
は
単

に
私
の
推
察
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
第
十
章
は
他
章
に
比
し
て
あ
ま
り
に
も
些
細
な
問
題
が
取
扱
わ
れ
て
居
り
、
而
も
こ
れ
ら
が
何
等
整
理

二
七
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二
八

さ
れ
て
居
ら
ず
、
順
序
不
同
雑
然
と
し
、
中
に
は
罰
則
と
見
倣
さ
れ
ぬ
文
章
も
混
入
し
、
罰
と
し
て
加
え
ら
れ
る
鞭
打
に
つ
い
て
も
或
は

宮円。
5
m
Z
或
は

4
2
F
2
或
は

HLmmmw
と
い
う
異
っ
た
文
字
が
無
造
作
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
。

，
と
こ
ろ
で
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
修
道
院
に
お
い
て
驚
く
べ
き
苛
酷
な
休
罰
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
史
上
有
名
で
あ
る
が
、
本
章
に
記
載
さ
れ

た
重
な
も
の
を
見
て
も

食
事
の
際
祝
福
を
う
け
る
規
定
を
守
ら
ず
、
ア

1
メ
ン
を
答
え
ざ
る
も
の

会
食
時
必
要
も
な
き
話
を
な
す
も
の

自
己
の
所
有
物
な
り
と
言
い
張
る
も
の
（
註
、
修
道
院
の
共
産
生
活
に
反
す
）

彼
の
嘗
め
る
《
自
分
の
今
使
用
す
る
》
ス
プ
ー
ン
に
十
字
の
印
を
つ
け
ざ
る
も
の

常
よ
り
も
大
戸
に
話
す
も
の

若
き
修
道
士
に
し
て
ラ
ン
プ
を
点
し
、
十
字
の
印
を
つ
け
る
様
年
長
の
修
道
士
に
提
出
せ
ざ
り
し
も
の

無
駄
の
仕
事
を
し
た
る
も
の

詩
篇
を
読
す
る
前
に
咳
を
止
め
ざ
り
し
も
の

聖
休
拝
領
の
際
、
聖
杯
に
歯
を
当
て
し
も
の

供
犠
《
ミ
サ
》
の
順
序
を
守
ら
ざ
り
し
も
の

そ
の
際
爪
を
切
ら
ざ
り
し
司
教

髪
を
剃
ら
ざ
り
し
助
祭

聖
務
中
に
笑
ひ
し
も
の

供
犠
を
な
す
司
祭
及
び
こ
れ
に
奉
仕
す
る
助
祭
に
し
て
朕
を
ぎ
よ
ろ
っ
か
せ
し
も
の

！
ー
以
上
の
者
執
れ
も
夫
々
罰
と
し
て
六
回
鞭
打
す
。

外
出
の
際
《
他
人
よ
り
》
祈
一
酵
を
求
め
ん
と
せ
ず
、
祝
福
を
う
け
て
後
、
自
ら
十
字
の
印
を
な
さ
ず
、
十
字
架
の
方
へ
も
行
か
ざ
る

も
の

仕
事
の
前
後
に
祈
り
を
忘
れ
し
も
の
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祝
福
を
せ
ず
し
て
食
事
を
し
た
る
も
の

必
要
な
る
品
に
て
も
、
命
令
を
待
た
ず
し
て
用
ひ
、
叉
は
、
授
受
し
た
る
も
の

家
よ
り
一
戸
外
へ
、
戸
外
よ
り
家
へ
と
声
が
響
き
渡
り
し
と
き
《
さ
ほ
ど
に
大
声
に
て
物
を
一
式
ふ
者
》

l
i以
上
夫
々
十
二
回
鞭
打
。

忠
告
を
さ
れ
て
直
ち
に
相
手
に
忠
告
を
仕
返
す
も
の

祭
壇
を
乱
す
も
の

許
さ
れ
ん
が
為
に
《
処
罰
を
逃
れ
ん
が
た
め

に
》
言
い
分
け
を
な
す
も
の

よ
く
知
ら
ず
し
て
虚
言
を
は
く
も
の

頭
を
覆
ひ
て
家
に
入
る
も
の

祈
祷
を
な
さ
ず
に
食
事
を
と
る
も
の

l
l以
上
夫
々
五
十
回
鞭
打

一
般
各
人
に
は
必
要
な
し
と
し
て
許
さ
れ
ざ
る
物
品
を
所
持
し
得
た
も
の
が
、
之
を
紛
失
し
た
る
時
。

l
l右
の
も
の
百
回
鞭
打

証
人
な
く
し
て
婦
人
と
単
独
に
て
親
し
く
会
話
せ
る
も
の

ー

l
右
の
も
の
二
百
四
鞭
打

な
ど
で
あ
る
。
読
み
来
っ
て
何
人
も
探
然
と
す
る
酷
刑
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
が
、
但
し
興
味
あ
る
こ
と
は
同
じ
こ
の
第
十
章
に
「
五
十
回

の
鞭
打
又
は
五
十
の
詩
篇
を
読
む
こ
と
」
、
「
三
十
回
の
鞭
打
又
は
十
五
詩
篇
を
諦
ふ
こ

と
』
、
「
二
百
回
の
鞭
打
又
は
二
日
間
パ
ン
と
水
の

み
」
に
て
代
う
る
こ
と
が
出
来
る
と
あ
る
か
ら
、
彼
等
の
う
け
た
体
罰
は
現
在
の
我
々
が
想
像
す
る
程
の
残
酷
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

∞
山
口
三
ω
。
吉
守
広
三
宮
門
司
彰
＝
。
ロ
己
p
m
m
Z
】。。伸一
g
o
m
w
Qミ
ミ
ミ
ミ

M
Z
ミ

sa－

Q
柚

丸

神

H
A
N柚
h
h
N
h刊
誌
叫

p
e
m込．
h
v
N
h
N
h叫

ω
ぬ品
phE
「
ミ
品
情
h
h
N
h
m噛
N
H
h
N
H

（
司
・

Nω
∞
一
回
）

。
戸
岡
山
富
ミ
ロ

E
2
0
3
2
2
同丘一

gzum一E
Z
S
H
H
3昨日。
gu

∞
川
口
口
H
m
C凶円弘山口
ω
ぐ
O
同
回
目
白
神
白
色
。
吋
釦
昨
日
。
ロ
⑦
ロ
ど

ロ。ロ

om含
B

m
町時日目。件目。
D
O

唱。

g
X
0
2・
h
k
w
h同

h
v
h
h
H
h叫

ω

二
九
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／ 

。

マ叫
h
な
芯
・

s
h
H
Q
ミ
ミ
弘
、
向
性
s
h
v
g
N
さ
門
認
の
お
ミ
ミ
・
（
HV
・
M
N
N

ロ〉

。E

m

。－5
0ロ
E
g
z
p
g
z
m
w
ω
山口
O
M
U
O
H
gロ
z
d
R仕
切

P
E
－－U
口－
Z
H

－。2
5
2ア
HHJω
ロ
o
m仲

乱
含
〜
v柄

引

ω

な
時
、
h
s
m
w
G
H
R
N
Q
N
h
h
p
N
M
m
w
N
R叫
柚
判
定
一

WNNmω

恥

v
h
h
N
h
訟
・
（
匂
・
M
N
ω
K
F）

け
れ
ど
も
こ
れ
は
叉
逆
に
詩
篇
の
朗
読
や
食
物
の
減
少
が
彼
等
に
と
っ
て
は
非
常
な
苦
痛
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
打
撲
に
堪
え
る
こ
と

は
さ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
岩
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
当
時
の
ガ
リ
ア
人
の
智
能
程
度
は
決
L

て
高
い
も
の
で
は
な
く
、
叉
そ
の
信
仰
の
深
さ
も
略
々
推
察
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
ベ
ネ
デ
f

ク
ト
砂
ス
の
戒
律
に
見
ら
れ
る
罰
則
は
こ
れ
と
全
く
異
な
る
。
同
戒
律
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
処
罰
は
、
軽
度
の
過
失
は
共

同
食
卓
か
ら
除
外
さ
れ
、
祈
一鴻
所
に
入
る
こ
と
が
禁
ぜ
ら
れ
る
程
・
皮
で
（
第
二
重
－
〉
、
そ
の
他
私
有
物
を
持
つ
も
の
（
第
三
十
三
章
）
、
食

事
に
遅
れ
た
も
の
（
第
四
十
三
章
同
読
書
時
間
に
読
書
を
せ
ず
雑
談
な
ど
を
す
る
も
の
（
第
四
十
八
章
）
な
ど
、
要
す
る
に
修
道
院
の
規

定
に
背
く
も
の
（
第
・
二
室
）
は
対
し
て
は
、
す
べ
て
二
一
度
こ
れ
に
訓
戒
を
与
え
、
而
も
殆
ん
ど
改
心
の
見
込
な
き
も
の
を
破
門
（
共
同
生

活
か
ら
の
隔
離
）
す
る
が
、
体
罰
（

5
5
2・
ぐ
印
刷
己
－

R
O）
を
加
え
叉
は
断
食
を
要
求
す
る
の
は
主
と
し
て
児
童
（
第
三
十
章
、
第
四
十

五
章
）
、
或
は
破
門
さ
れ
て
も
改
心
せ
ざ
る
も
の
（
第
二
十
八
章
）
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
破
門
は
訓
戒
さ
れ
て
も
効
果
の

な
い
者
に
対
す
る
罰
で
あ
る
が
、
他
に
、
同
じ
く
破
門
さ
れ
た
も
の
に
接
す
る
も
の
（
第
二
十
六
章
片
岡
田
帰
院
の
予
定
で
外
出
し
院
外

で
食
事
し
た
も
の
（
第
五
十
一
章
〉
な
ど
も
破
門
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が

γペ
コ
リ
ウ
ス
の
「
対
話
篇
」
を
見
る
と
、
外
食
し
た
弟
子
た
ち
に

対
し
て
ベ
ネ
デ
f

ク
ト
。
ス
は
こ
の
罰
を
免
じ
た
話
が
出
て
く
る
か
ら
、
実
際
は
以
上
の
諸
罰
則
も
余
程
寛
大
に
取
扱
わ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

3
V
N
m
w
n札
口
守
会

e
h
w
h
h叫
柚

S
F
N
a

角
、
同
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
戒
律
に
け
「
戒
律
に
規
定
す
る
討
に
（

g
m
z
z
z
巳
2
M
Z
E
m
w
y
J
O
R
O句
立

O
E
R
m己
m
z
w
ヱ
ロ
庄
の

S
O
B
1

m
z
E
Z
）
処
す
ベ
し
」
と
い
ふ
句
が
見
え
る
が
（
第
三
章
、
第
三
十
三
章
、
第
四
十
八
章
、
第
六
十
七
章
）
、
具
体
的
に
戒
律
中
の
何
金
一
示
す
か
仕
明
記

さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
丹
、
両
戒
律
に
は

聖一
務
日
課
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
c

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

ゥ
ス
の
戒
律
に
は
第
四
十
三
章
に
、
「
何
物
も
聖
務
に
優
先
さ
る
べ

か
ら
ず
（

Z
F
ニ。句
ω江
口
忠
旬

5
2｝
O
ロ
己
ミ
・
〉
と
」
あ
り
、
そ
の
時
謀
、
訴
す
べ
き
詩
篇
な
ど
が
第
八

l
傍
・
十
八
章
に
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
コ
ル
ン

パ
ア
ヌ
ス
の
戒
律
（
第
七
章
）
に
お
い
て
は
極
め
て
繁
雑
な
記
述
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
具
体
的
な
実
施
方
法
に
明
瞭
さ
を
’
欠
い
て
る
上
、
と
の
問
題
は
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本
小
丈
の
主
目
的
で
は
な
い
か
ら
除
外
す
る
。

然
ら
ば
、
上
記
の
よ
う
に
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
要
求
し
た
体
罰
が
数
篇
の
詩
篇
朗
読
乃
至
は
数
日
の
減
食
と
同
程
度
の
苦
痛
に
過
ぎ
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
何
故
に
彼
は
か
く
も
繰
り
返
え
し
繰
り
返
え
し
休
罰
を
課
す
こ
と
を
要
求
し
、
叉
こ
れ
が
戒
律
の
中
に
記
載
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
勿
論
コ
ル
ン
バ
ア
ヌ
ス
の
激
し
い
気
性
に
よ
る
と
は
云
え
、
彼
が
当
時
の
修
道
生
活
の
堕
落
及
び
一
般
社
会
、
特
に
上
流

階
級
の
道
徳
低
下
を
目
の
あ
た
り
見
た
結
果
、
何
ら
か
の
強
力
な
手
段
に
よ

っ
て

こ
れ
を
矯
正
し
よ
う
と
考
え
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

既
に
記
し
た
如
く
、
プ
ル
グ
ン
ド
フ
ァ
ラ
の
院
長
哨
町
サ
ァ
ル
モ

l
チ
エ
の
修
道
院
に
お
い
て
未
だ
禁
欲
生
活
に
慣
れ
ぬ
修
道
女
の
逃
亡

（
未
遂
〉

事
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
ヨ
ナ
が
述
べ
て
い
る
が
、
か
か
る

一
二
の
院
内
の
不
祥
事
件
に
も
ま
し
て
我
々
が
驚
く
こ
と
は
、
コ
ル
ン
パ

ア
ヌ
ス
の
戒
律
第
十
意
中
一
悔
惨
告
白
す
べ
き
罪
と
し
て
、
ミ
サ

に
用
う
べ
き
パ
ン
即
ち
聖
体
を
或
は
紛
失
し
…
城
村
不
注
意
の
為
に
乾
燥
し
、

虫
に
食
わ
れ
、
変
色
し
、
用
を
な
さ
な
く
な
る
ま
で
気
が
付
か
な
か
っ
た
場
合
の
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
あ
り
、
当
時
の
修
道
士
の
不
謹

慎
、
一
小
真
面
目
が
如
何
に
高
し
か
っ
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
。
更
に
当
時
の
フ
ラ
ン
ク
の
宗
教
界
も
腐
敗
し
、
僧
宕
売
買
は
至
る
と
こ
ろ
に
行

わ
れ
金
力
を
以
て
聖
職
に
就
く
者
は
極
め
て
多
く
、
叉
、
「
或
る
司
教
は
飲
酒
癖
強
く
、
屡
々
四
人
が
か
り
で
食
卓
か
ら
つ
れ
戻
さ
れ
る
程

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
上
に
食
欲
で
隣
人
の
領
地
を
勝
手
に
没
収
し
、
一
司
祭
が
こ
れ
を
阻
止
せ
ん
と
し
た
時
彼
は
採

っ
て
同
司
祭
を
生
き
な

が
ら
腐
っ
た
死
体
の
あ
る
墓
に
埋
め
た
」
と
い
う
。
或
は
「
聖
職
に
就
任
後
、
前
任
者
の
友
人
を
尽
く
死
ぬ
ま
で
迫
害
し
」
、
叉
「
或
修
道
院

長
は
盗
賊
や
殺
人
者
な
ど
の
悪
党
と
交
り
、
（
一
%
民
を
家
か
ら
追
い
出
し
て
そ
の
妻
を
犯
そ
う
と
し
た
が
却
っ
て
そ
の
夫
に
殺
さ
れ
た
」
と

い
う
よ
う
な

数
々
の
非
行
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
俗
界
に
あ
っ
て
は
勿
論
之
よ
り
甚
し
く
、
メ
ロ
グ
イ
ン
ガ
朝
廷
内
の
陰
謀
、
暗

闘
、
殺
裁
な
ど
は
恐
ら
く
想
像
に
絶
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
青
年
時
代
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
僻
地
に
お
い
て
厳
格
な
修
道
生
活

を
体
験
し
た
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
が
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ク
の
現
状
を
目
の
あ
た
り
百
円
べ
強
烈
な
憤
り
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
く
、

か
か
る
義
憤
が
如
上
の
体
罰
の
強
制
と
な
り
、
更
に
叉
「
処
罰
の
穆
度
に
関
す
る
書
」
を
記
し
て
僧
俗
に
関
す
る
各
種
の
罪
（
例
え
ば
殺

人
、
姦
淫
、
窃
盗
、
偽
証
、
口
論
、
酒
乱
そ
の
他
）
の
処
罰
を
命
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

之
を
要
す
る
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

v
ス
と

コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
と
は
既
に
見
た
よ
う
な
性
格
の
著
し
い
相
異
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
夫

々
の
接
し
た
環
境
そ
の
も
の
に
も
相
異
が
あ
り
、
こ
れ
が
自
然
相
互
の
戒
律
作
製
時
の
熊
度
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
は
俗
界
か
ら
全
く
隔
離
さ
れ
た
静
寂
の
地
ス
ピ
ア
コ
、
モ
ン
テ
カ
シ
ノ
に
定
住
し
て
彼
を
慕
い
よ
る
弟
子
た
ち
の
生
活
の
み
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考
え
、
叉
こ
れ
ら
新
入
者
に
ス
グ
ピ
リ
グ
ス
を
要
求
し
つ
つ
修
道
生
活
が
身
に
つ
く
よ
う
に
教
育
す
れ
ば
他
に
案
ず
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の

立
場
に
あ
っ
て
永
年
の
経
験
を
生
か
し
、
熟
慮
の
上
記
述
し
た
の
が
彼
の
戒
律
で
あ

っ
た
。
故
に
そ
の
内
容
を
見
れ
ば
修
道
者
の
心
理
に
ま

で
立
ち
入
っ
て
物
事
を
考
え
、
将
来
起
り
得
べ
き
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
予
想
し
て
周
到
な
説
明
を
施
し
、
厳
格
に
過
ぎ
ず
寛
大
に
失
せ
ぬ
よ
う

に
考
慮
し
た
点
が
至
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
。
然
る
に
後
者
コ
ル
ン
バ
ア
ヌ
ス
は
同
じ
く
修
道
者
と
云
い
乍
ら
も
、
俗
人
特
に
権
謀
術
数

に
た
け
た
貴
族
に
接
す
る
機
会
が
多
く
、
叉
彼
の
名
声
を
嫉
む
司
教
た
ち
に
と
り
ま
か
れ
、
彼
を
師
と
す
る
修
道
士
た
ち
も
必
し
も
誠
実
な

求
道
者
の
み
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
人

一
倍
正
義
感
が
強
く
熱
情
家
で
あ

っ
た
彼
は
前
例
な
き
か
か
る
特
殊
な
戒
律
を
作
る
心

理
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
故
に
以
上
の
両
戒
律
は
成
立
当
時
の
情
況
を
考
え
る
時
夫
々
そ
の
内
容

η
相
異
す
る
理
由
を
理
解
出
来
る
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
別
の
観
点
に
立

っ
て
見
れ
ば
、
前
者
は
修
道
院
内
の
組
織
統
制
に
重
き
を
置
き
記
載
事
項
は
具
体
的
で
あ
る
か
ら
、
場
所

と
時
代
と
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
修
道
者
に
恰
好
な
規
則
で
あ
る
が
、
後
者
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
戒
律
は
当
時
の
ガ
リ
ア
ハ
リ
ュ
ク
セ
イ
を

中
心
と
す
る
〉
の
修
道
者
の
笑
情
に
応
ず
べ
く
書
か
れ
た
云
わ
ば

一
時
的
な
便
宜
的
な
法
律
に
過
ぎ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に

今
後
両
戒
律
が
全
く
異

っ
た
結
果
を
辿

っ
た
原
因
が
あ

っ
た
と
一
五
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
明
か
な
よ
う
に
、
修
道
者
と
し
て
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
と
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
と
は
多
く
の
点
に
お
い
て
対
照
的
な
性
格

と
行
動
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
以
後
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
前
者
は
そ
の
戒
律
を
通
じ
て
所
謂
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
教
団
（
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

会
）
の
名
称
の
も
と
に
異
常
な
発
展
を
遂
げ
、
現
在
に
お
い
て
も
同
教
団
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
内
に
重
要
な
地
位
を
保
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反

し
て
後
者
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス

の
戒
律
は
少
時
に
し
て
姿
を
消
し
、

叉
そ
の
生
活
様
式
は
全
く
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

F

ス
の
そ
れ
に
移
換
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
（
現
今
の
コ
ル

ン
パ
ン
会
は
コル

ン
パ
ア
ヌ
ス
の
名
に
閃
ん
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
が
．
コ
ル
ン
バ
ア
ヌ
ス

の
戒
律
を
採
用
し
て
い
な
い
。
）

か
か
る
両
者
の
盛
衰
は
一
般
に
そ
の
戒
律
の
内
容
に
原
因
す
る
と
云
わ
れ
る
。
即
ち
中
世
キ
リ
ス
ト
教
史
或
は
修
道
院
史
に
お
い
て
は
常
に

コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
苛
酷
な
刑
罰
と
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
。
ス

の
温
和

に
し
て
周
到
な
教
育
方
針
と
優
れ
た
組
織
化
統
制
化
と
を
記
し
た
戒
律

を
対
比
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
界
は
勿
論
正
当
で
あ
る
が
、
両
者
の
消
長
は
単
に
戒
律
だ
け
で
は
な
く
、
他
に
も
重
要
な
原
因
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
教
皇
と
の
関
係
で
あ
る

D

つ
ま
り
こ

の
両
聖
者
が
時
の
勢
力
者
で
あ
る
教
皇
と
如
何
な
る
関
係
に
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あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
歴
史
に
お
け
る
夫
々
の
地
位
を
決
定
的
な
ら
し
め
た
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る。
ベ
、
ネ
デ
ィ
ク
ト

v
ス
は
生
涯
を
通
じ
て
教
皇
と
の
関
係
を
持

っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
ベ
、
ネ
デ
ィ
ク
ト

v
ス
が
予
言
し
た
如
く
、
彼
の
死

後
即
ち
五
八

O
年
頃
モ
ン
テ
カ
シ
ノ
が
ロ
ン
パ
ル
ド
人
の
侵
露
を

h

つ
け
た
た
め
、
修
道
士
た
ち
が
ロ

l
マ
に
避
難
し
ラ
テ
ラ
ン
宮
の
側
に
修

道
院
を
設
け
て
こ
こ
に
住
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
一
見
甚
だ
不
幸
な
事
件
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
突
は
こ
の
不
運
が
却
っ
て
当
時
ロ

I
マ
の
聖

ア
ン
ド
レ
修
道
院
に
修
行
を
し
て
い
た
（
五
七
四
以
来
）
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

v
ス
の
戒
律
が
認
め
ら
れ
る
機
会
を
作
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
当
時
の
聖
ア
ン
ド
レ
修
道
院
は
充
分
な
資
カ
を
持

っ
て
い
た
筈
で
あ
る
か
ら
向
戒
律
に
見
ら
れ
る
自
給
自
足
的
な
生
活
様
式
を

必
要
を
せ
れ

w
従
っ
て
今
直
ち
に
こ
の
戒
律
に
切

Vか
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
同
戒
律
に
非
常

な
興
味
と
敬
意
と
を
持
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
て
教
皇
職
に
就
任
後
、
五
九
三
年
末
乃
至
五
九
四
年
春
に
「
対
話
篇
四
書
」
を

書
い
た
が
、
四
書
に
亙
っ
て
諸
聖
人
の
奇
蹟
を
述
べ
る
中
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

v
ス
に
つ
い
て
は
第
二
書
全
部
即
ち
最
大
の
分
量
を
割
き
与

え
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

v
ス
は
一
般
人
と
は
勿
論
の
こ
と
他
の
諸
聖
者
よ
り
も
隔
絶
し
た
人
物
な
る
が
如
く
記
述
し
た
の
で
あ
っ
た
。
も
と
よ

り
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
四
書
の
中
で
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

v

ス
の
戒
律
が
以
前
の
他
の
諸
戒
律
に
比
し
て
特
に
優
秀
で
あ
る
と
は
云
っ
て
居
ら
ず
、

ト
ピ
詰
の
如
く
直
ち
に
之
を
採
用
す
る
意
考
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
か
く
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

v
ス
を
極
め
て
高
く
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
将
来
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

v
ス
的
な
或
は
モ
ン
テ
カ
シ
ノ
風
な
修
道
生
活
を
奨
励
し
よ
う
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
教
皇
の
計
画

は
直
ち
に
実
現
化
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
か
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
プ
リ
グ
ニ
ア
へ
の
派
遣
、
更
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
の
流
を
く
む
人
た
ち
の
ド
イ
ツ
へ
の
閉
口
m
E
ω
E
B
E色
。
ロ
が
続
け
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
戒
律
は
徐
々
に
広
範

囲
に
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
く
見
来
れ
ば
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

v

ス
の
修
道
院
の
今
後
の
偉
大
な
発
展
の
裏
面
に
は
グ

レ
ゴ
リ
ウ
ス
教
皇
の
宣
伝
、
即
ち
「
対
話
篇
」
の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
思
う
の
で
あ
る

D

之
に
反
し
て
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
単
に
ブ
ラ
シ
ク
の
為
政
者
た
ち
か
ら
孤
立
し
て
い
た
の
み
で
は
な
く
、
教
皇
の
支
援
す
ら
得
る
こ
と
．
が

出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
、
彼
の
巨
人
的
な
活
躍
に
も
拘
ら
ず
そ
の
影
響
力
を
減
殺
さ
せ
た
原
因
で
あ
っ
た
。
こ
の
彼
の
孤
立
化
は
彼
が
フ
ラ

ン
ク
王
国
に
住
み
な
が
ら
余
り
に
も
ケ
ル
ト
的
で
あ
り
、
ケ
ル
ト
式
修
道
院
の
風
習
に
聞
執
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
か
の
プ
ル
ン
ヒ
ル
ダ

が
一
ア
ー
デ
リ
ッ
ク
の
宮
廷
に
お
い
て
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
を
排
撃
す
る
際
に
も
、
宮
臣
た
ち
の
支
持
を
求
め
、
且
、
国
内
の
司
教
た
ち
と
組
ん

一一一一一一
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四

（
持
〉

で
彼
の
教
と
戒
律
と
を
攻
撃
し
て
居
り
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
死
後
、
エ
ウ
ス
グ
シ
ウ
ス
が
リ
ュ
ク
セ
イ
の
修
道
院
長
で
あ
っ
た
時
に
も

〉
鳴
2
2
5
が
同
じ
く
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
大
論
争
を
ま
き
起
し
て
い
ツ

γ
と
こ
ろ
が
当
時
の
ガ
リ
ア
の
聖
職
者
た
ち
に
と
っ
て
、

こ
の
異
国
的
な
風
習
（
例
え
ば
服
装
や
剃
髪
の
相
異
〉
中
、
単
に
奇
異
な
も
の
と
し
て
看
過
出
来
な
い
重
大
な
問
題
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
復

活
祭
の
日
取
り
の
食
い
違
い
で
あ
る
。
恐
ら
く
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
が
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
最
も
頭
を
悩
ま
し
た
の
は
こ
の
復
活
祭
の
こ
と
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

復
活
祭
の
日
取
り
に
関
す
る
論
争
は
七
世
紀
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
界
の
大
問
題
で
あ
り
、
プ
リ
グ
ニ
ア
に
あ

っ
て
も
か
ま
び
す
し
論
戦

が
展
開
し
て
い
る
が
、
（

lmy
マ
教
会
で
は
四
五
七
年
、
古
き
八
十
四
年
週
期
に
よ
る
算
出
法
を
廃
し
て
ア
キ
グ
ニ
ア
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ウ
ス
の

算
定
し
た
五
百
三
十
二
年
週
期
に
従
っ
て
復
活
祭
の
日
取
り
を
定
め
か
ャ
バ
」
の
新
制
度
は
ガ
リ
ア
に
も
伝
わ
り
、
五
四
一
年
フ
ラ
ン
ク
で
は

オ
ル
レ
ア
ン
に
宗
教
今
議
を
聞
い
て
（
凋
敬
三
十
八
名
、
司
教
代
理
十
ご
名
出
席
）
礼
拝
の
統
一
を
計
り
、
復
活
祭
に
つ
い
て
は
こ
の
グ
ィ
ク
ト

リ
ウ
ス
の
制
定
し
た
図
表
を
採
用
し
た
ー
ど
こ
ろ
が
か
か
る
時
代
の
変
化
を
知
ら
ぬ
異
国
人
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
従
来
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
行

わ
れ
た
旧
制
度
の
正
当
性
を
あ
く
ま
で
主
張
し
、
そ
の
証
左
と
し
て
ア
ナ
ト
リ
ウ
ス
（
シ
η
ノ
ア
の
ラ
オ
デ
ィ
ケ
ア
の
司
教
、
ご
八
三
死
）
を
引
合

い
に
出
し
た
。
か
く
て
論
争
が
次
第
に
表
面
化
し
た
為
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
教
皇
の
使
節
。
ωロ
仏
三

g
に
具
申
し
た
が
効
果
な
き
を
知

り
、
直
接
ロ
I
マ
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
に
書
簡
を
提
出
し
た
の
で
あ
っ
た

D

（
五
九
五

l
六
0
0年
間
で
あ
ろ
う
。
）
彼
は
こ
の
書
簡
に
お
い
て

教
皇
に
対
し
「
聖
な
る
主
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
父
ロ

1
マ
《
教
皇
同
教
会
の
最
も
麗
は
し
き
飾
り
、
宛
も
、
か
弱
き
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い

と
も
荘
厳
な
る
花
、
け
高
き
監
督
者
：
：
：
に
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
卑
し
き
鳩
（
コ
ル
ン
パ
〉
な
る
我
渡
来
者
《
謹
み
て
》
御
挨
拶
を
申
上

ぐ
。
（
巴
。

g
E。
g
ロ
2
9
2
E
の町一
2
2。
MM2同
日
開
。
Bω
口。

HvgrHM21目
。
問
。
。
】
g
一m
o
a
m
w
g立
与
。
t
z
m
閉
店
刊
。
H
V
8
2
m
o
o
oロ，

Z
ω
m吉
岡

gzm巴
目
。

A
S
ω
問
。
三
含
5

2。
2
・
。
開
店
関
向
。

8
0
8
Eさ
円
「
：
：
：

0問
。
ヴ
ミ
向
。
B
ω
i
－
一
切
の
。

Z
E
Z
Z
の同月一
ω件。

E
g
g－
5
3－U
」
〆
一
）
最
大
の
讃
辞
を
以
て
敬
意
を
表
し
て
い
る
が
、
一
度
復
活
祭
の
問
題
に
な
る
と
文
面
極
め
て
戦
闘
的
で
、
「
我
は
信

ず
、
如
何
に
ア
ナ
ト
リ
ウ
ス
が
！
彼
は
聖
ヒ
エ
ロ
エ
ム
ス
の
云
へ
る
如
く
非
常
な
る
学
識
の
人
に
し
て
、
そ
の
抜
奉
文
を
ケ
I
ザ
レ
ア
の
司

教
ヱ
ウ
ゼ
ピ
ウ
ス
が
教
会
史
の
中
に
掲
載
し
、
更
に
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
が
そ
の
目
録
中
に
復
活
祭
に
関
す
る
こ
の
業
績
を
高
く
評
価
し
た
り

！
こ
の
月
齢
《
教
皇
の
支
持
す
る
》
に
つ
き
論
難
し
た
る
か
は
狽
下
の
御
承
知
さ
れ
ざ
る
筈
な
き
を
。
（
Z
。ロ

E
g件。
E
5・
5
の円。
ι
9
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。時

E
8
0
E
5
2
m
g・
0
ロ
ωロ
Z
E
K
Mロ
ω件。
r
z
p
g日g
o
色
。
。
丹
江
口
向
。
三
ア

5

8
ロ
2
5
巴
仲
間
z
gロ
M言
語
？
の
£
ロ

ω
開

5
0げ
E
m

の州
wommwHZロ包
ωOHVFR。
u
z
m
E
Oつの－
omgmznm－何
Mnoo同
H
V
S
E
8
2
M
Z
回目

ω件。巴
ω
（色。

v
2
m
mロ
立
ロ
ω
出

F
o
gロ可同
H
E
m
E
mロ。

（

必

）

HE）
の
丘

O
B
a
o
司

ωmの
同
居
。
H
u
z
m
g
ロ
2
含
三
件
。
ω
g
F問
。
・
己

O
E
O
－ロ
5
0
ω
2
2
0
2
2
3
5足
。
円
四
日

8
s
o
t
－
－
：
：
）
」
と
一
式
い

更
に
「
こ
の
問
題
に
お
い
て
死
せ
る
獅
子
（
レ
オ
）
よ
り
も
生
き
た
る
犬
の
方
が
む
し
ろ
よ
し
。
き
れ
ば
生
き
た
る
聖
な
る
も
の
《
グ
レ
ゴ

リ
ウ
ス
》
は
、
更
に
大
い
な
る
他
の
も
の
《
レ
オ
》
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
ざ
り
し
こ
と
を
是
正
す
る
を
得
。
我
ら
の
師
た
ち
、
古
の
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
人
、
哲
学
者
達
、
数
を
取
扱
ふ
い
と
も
賢
明
な
る
算
定
家
達
に
と
り
て
、
ヴ
f

ク
ト
リ
ウ
ス
は
適
当
な
り
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、

否
、
権
威
あ
り
と
し
て
に
は
非
ず
、
む
し
ろ
笑
ふ
べ
き
も
の
、
或
は
止
む
を
得
ざ
る
も
の
と
し
て
受
け
ら
れ
居
る
を
知
り
給
へ
。
（
冨
己
目
。
同

時。
2
0
2件
。
。
口
広
三

4
5
E
胃
。
v
r
E丘
ω
－g
ロ
0
5
2
2。・

5
2
ω
5
5
a
g
gロの
g
m－
O
B
g
a
R
O
旬。
2
2・
A
g
o
h
w
t

包仲
m
g
gと
。
HOmwEOロ
2
2
m
口。ロ

E
0
2
2・
∞
の

E
m
n
ω
B
A
Z
O
口。
ω伸江
mEω
岡山

ω仲
H
E
2
出
号

O
H
E
O日ω
ω
E
E
E
F
H
V
H
t
z
g
H）即日
ω

2

8
立
g
z
m巴
B
一m
g
B
U。ロ
g
m出
s
r丘町

g
g
uロ
S
2
5
5
2
2
E
g
g
D
E日ω
ω
o
E
g匂
Z
B
W
虫
色

E
m岡山
ω
E
g
g－

（

組

叩

）

40Eω
【出関口ロ
B
W
A
C
ω
5
m
gの件。
E
g
g－
）
」
と
い
い
、
進
ん
で
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ウ
ス
と
、
ア
ナ
ト
リ
ウ
ス
を
称
讃
す
る
ヒ
エ
ロ
一
一
ム
ス
と

を
対
立
せ
し
め
て
二
者
択
一
の
境
地
に
教
皇
を
追
い
つ
め
、
「
さ
れ
ば
狽
下
が
上
記
の
相
異
す
る
こ
者
《
学
者
》
の
説
を
認
可
さ
る
る
に
当

り
て
、
狽
下
と
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
と
の
聞
に
判
決
に
何
の
矛
盾
も
な
き
様
は
留
意
な
さ
る
べ
し
（
斗
5
一日

g
岳
誌
の
。
ロ
m
E
2
2
1性
Z
E
E－

E

E

E
巳

ω
巳

5
2
g
g。
Z
E
B
ω
8
5
E
2
2ロ
ロ
グ
巴

E
E
1
8
5
g
E
S
E。
Z
B－
言
。
ず
g
a
p
ロ
巳

E
m｝件目
5
2
件。

2
国
百
円
。
ロ
ヨ
ロ
ロ
E
E
m
oロ
窓
口
Z
m
官
。
号
包
ω
岳
訟
。
5
1
b
〜
・
：
）
」
と
き
め
つ
け
、
こ
こ
に
も
コ
ル
ン
バ
ア
ヌ
ス
の
妥
協
を
許
さ

ぬ
厳
し
い
性
質
の
一
端
が
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
書
簡
は
果
し
て
無
事
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
許
に
達
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
そ
の
後
教
皇
ボ
ニ
フ
ァ
キ
ウ
ス
四
世
に
宛
て
た

書
簡
（
第
三
書
簡
）
の
中
に
「
こ
の
故
に
、
さ
き
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
教
皇
宛
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
記
し
た
る
我
等
の
手
紙
の
伝
達
者
を
悪

魔
が
一
二
度
阻
害
し
た
り
o

」
「
（

E
O可
g
m
O
E
O－
2
t
z
∞
旦
g

g

g
宮
弘
法
仲
）

3
2
5
2
ω

ロ。
ω
5
2
B
包
：
：
：

3
u
a
B

g
ロ
切
の
ュ
ョ
。
片
岡
回
目
。
店
向
。
同

E
g
o－日
B
m号目。ロ
B
E
mロ
ZooZω
司

cm一件。
EHEw
－
－
－
：
．
）
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
教
皇
へ
は
届
か

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
幸
に
し
て
教
皇
が
こ
れ
を
入
手
し
た
と
し
て
も
こ
の
よ
う
な
高
圧
的
な
要
求
が
承
認
さ
れ
る
筈
は
な
く
恐

五
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一一一六

ら
く
は
無
視
さ
れ
た
に
相
異
な
い
o
ハ
倫
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
宛
の
書
簡
を
遺
し
て
い
恥
い
こ
と
も
考
え
合
さ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
で
あ
ろ
う
o
）
か
く
て
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
あ
く
ま
で
自
己
の
見
解
を
間
持
す
る
こ
と
に
つ
て
教
皇
と
対
立
す
る
運
命
と
な
っ
た
が
、

一
方
フ
ラ
ン
ク
の
司
教
た
ち
は
六

O
二
年
乃
至
六

O
三
年
シ
ャ
ロ
ン
に
集
っ
て
こ
の
問
題
に
つ
き
討
議
し
が
ザ
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
こ
の
会

議
に
列
席
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
代
う
る
に
書
簡
を
送

っ
て

い
る
が
（
第
二
書
簡
）
、
こ
れ
に
も
依
然
と
し
て
ヴ
f

ク
ト
リ
ウ
ス
よ
り
も
エ
ウ

ゼ
ピ
ウ
ス
や
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
に
讃
え
ら
れ
た
ア
ナ
ト
リ
ウ
ス
の
正
当
性
を
強
調
す
る
の
で
あ

っ
た
。
但
し
こ
こ
に
我
々
の
注
意
が
惹
か
れ
る

の
は
彼
が
そ
の
末
文
に
お
い
て
、
か
か
る
問
題
よ
り
も
む
し
ろ
平
和
と
愛
と
を
以
て
全
キ
リ
ス
ト
教
徒
が

一
致
す
べ
く
、
「
霊
文
た
ち
ょ
、
我

ら
卑
し
と
難
も
汝
等
の
為
に
祈
る
如
く
、
汝
ら
も
亦
我
等
の
為
に
祈
れ
。
而
し
て
我
ら
を
外
国
人
と
見
倣
す
勿
れ
。
そ
は
ガ
リ
ア
大
に
せ
よ
、
ブ

リ
グ
ニ
ア
人
に
せ
よ
、
イ
ベ
リ
ア
人
（
イ
ベ
ル
ニ
ア
人
即
ち
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
人
を
意
味
す
る
か
）
に
せ
よ
、
如
何
な
る
民
族
に
せ
よ
、
我
等
は
い

え
だ

づ
れ
も
共
々
に
一
つ
の
身
体
の
肢
な
れ
ば
な
り
。
（
MUm仲円。
P

。
Z
Z
H｝
円
。
ロ
。
げ
日
♂

ω古
5

2

ロ。
ω
貯
の
山
口
記
タ
三
－
g

】目。
2
・
H
V
5

4
。
vz・
立
ロ
色
町
件
。
ロ
。
ωω

ぐ。
σ
Z
丘町ぬロ。
m
H
m
Fロ
g
H均
一
ロ
ロ
一
ロ
ω
m
E
H
H｝・

ωロ
B
ロ
ω
。
。
弓
。
2
m
g
g
B
m
E
t
H
P
巴
足
。
包
】
r
忠
志

田
巴
窓
口
E
W
E
S
Hげ
R
r
E
S
A
H
M
g
ρ
5
m
g耳切－
UJ」
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
中
の
一
旬
は
ロ
マ
書
一
一

一ノ
四
、
五
か
ら

の
引
用
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
当
時
の
狭
量
な
フ
ラ
ン
ク
の
司
教
た
ち
よ
り
も
透
か
高
所
に
立
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
将
来
を
期
待
し
て
居
る
こ

と
が
偲
ば
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
凡
庸
な
布
教
家
で
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
彼
の
強
制
切
な
意
志
と
峻
厳
な
性
格
と
は

ロ
1
マ
教
皇
そ
の
人
に
対
す
る
見
界
に
お
い
て
も
一
般
と
異
り
、
彼
の
折
角
の
努
力
を
水
泡
に
帰
せ
し
め
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
教
皇
は
決

し
て
宗
教
界
に
お
け
る
神
聖
不
可
犯
の
権
力
者
で
は
な
く
、
単
に
正
義
の
最
高
の
支
持
者
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
ボ
ニ
フ
ァ
キ
ウ
ス

阿
世
（
六

O
八

l
l’
六
一
五
）
に
提
出
し
た
書
簡
（
第
五
書
簡
）
の
中
に
、
現
今
の
宗
教
界
の
腐
敗
を
嘆
き
、
叉
さ
き
に
ヴ
ィ
ジ
リ
ウ
ス
教
皇

（
五
三
七
ー
l
五
五
五
）
が
第
五
宗
教
会
議
に
お
い
て

エ
ウ
テ

f

ケ
ス
派
、
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
、
デ
ィ
オ
ス
コ
ル
ス
、
派
な
ど
の
異
端
を
容
認

し
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
に
現
教
皇
が
グ

ィ
ジ
リ
ウ
ス
を
称
讃
す
る
こ
と
を
非
難
し
、
「
す
べ
て
信
仰
よ
り
生
じ
た
る
も
の
な
ら
ざ
れ
ば
罪
な

り
（
ロ
マ
、
一
四
ノ

二
三
）
。
も
し
狽
下
に
し
て
真
の
信
仰
よ
り
離
れ
、
信
仰
の
第

一
歩
を
破
ら
れ
し
な
ら
ば
こ
れ
狽
下
の
界
な
り
口
即
ち

罪
人
た
ち
（
前
記
の
異
端
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
を
記
念
す
る
こ
と
が
失
せ
叉
忘
れ
去
る
ま
で
、
若
輩
の
も
の
が
狽
下
に
反
抗
す
る
は
当
然
の

こ
と
に
し
て
、
犯
下
と
信
徒
の
交
り
を
せ
ざ
る
も
亦
当
然
な
り
。
（
C
E出
め

2
E
P
門

H
g己
口
。
ロ
良
一
虫
色
P
U
R
B
E
5
0
2・
】
何
回

E
S
t

浮
同
問
。
ロ
ザ
ω
8
7
E
J
1。
ω
己
弓
宮
丘
町
ω

【

X
2
5
2弘己の
E
・
2
H】
15ω
言
内
五
色
ロ
守
口
片
山
E
拾
三
2
Z
H
E
m－
さ

JHmm件同町い
E
E
C－
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z
m
g
E
m
H⑦
ω
Z
E
E－
2
E
m
E
5
4岳山
ωgHH】ロ。ロ

8
5
g
z口
町
内
向
ロ
グ
色
。
口
。
。
胃

E
X
0
2
5
E
2
6片山
ω
色。】

g
Z
F
立
。
宮
山
〈
－

E
g
同
時

ω色白－

g
？
と
と
ま
で
極
言
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
に
近
世
初
期
の
宗
教
改
革
者
を
思
わ
せ
る
勇
敢
な
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
様

な
直
情
径
行
は
結
局
は
時
代
の
大
勢
に
順
応
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
一
部
の
熱
烈
な
信
仰
者
を
除
く
す
べ
て
の
者
か
ら
孤
立
し
て
し
ま

っ
た

の
で
あ
る

D

コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
時
の
国
王
や
教
皇
の
社
会
的
地
位
の
如
き
は
殆
ん
ど
問
題
で
は
な
く
、
唯
正
義
の
下
に
は
一
切

の
キ
リ
ス
ト
者
は
平
等
な
立
場
に
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ

っ
た
。
け
れ
ど
も
当
時
の
賢
明
な
布
教
家
た
ち
は
必
ず
時
の
権
力
者
を
巧
み
に
利

用
し
、
そ
の
庇
護
の
下
に
あ

っ
て
伝
道
す
る
。
例
え
ば
八
世
紀
の
布
教
家
ボ
ニ
フ
ァ
キ
ウ
ス
の
如
き
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
二
世
、
同
三
世
、

ザ
カ
リ
ウ
ス
な
ど
の
諸
教
皇
の
承
認
を
得
、
且
、
フ
ラ
ン
ク
の
カ
ル
ロ
マ
ン
の
後
援
の
下
に
ド
イ
ツ
に
伝
道
し
て
い
る
。
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス

の
場
合
、
そ
の
性
格
と
過
去
の
経
歴
と
が
か
か
る
協
調
的
な
妥
協
的
な
態
度
を
許
さ
な
か

っ
た
事
は
止
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
結
果
的
に

見
れ
ば
極
め
て
不
利
で
あ

っ
て
、
ベ
ネ
デ
f

ク
ト
グ
ス
が
当
時
は
夢
想
だ
に
も
し
な
か
っ
た
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
大
教
皇
に
そ
の
死
後
理
解
さ

れ
、
尊
敬
さ
れ
、

E
、
宣
伝
さ
れ
た
こ
と
と
ま
こ
と
に
よ
き
対
照
を
な
し
て
居
る
と
息
わ
れ
る
。

結

以
上
三
節
に
亙
っ
て
述
べ
て
来
た
こ
と
を
綜
合
す
れ
ば
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
は
そ
の
布
教
伝
道
に
広
大
な
活
動
を
示
し
た
け
れ
ど
も
、
激

し
い
性
格
と
厳
格
過
ぎ
る
戒
律
と
更
に
ロ

l
マ
教
皇
の
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
事
と
に
よ

っ
て
、
折
角
の
努
力
は
報
い
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
彼
や
そ
の
弟
子
た
ち
の
創
立
し
た
諸
修
道
院
は
次
の
時
代
に
は
尽
く
べ
、
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
院
と
化
し
去
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
て
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
事
業
は
何
の
影
響
も
与
ヘ
ず
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
史
の
主
流
か
ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
の
で

あ
る
が
、
修
道
院
運
動
の
発
展
過
程
か
ら
見
れ
ば
彼
の
存
在
と
活
動
と
は
決
し
て
無
意
味
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
以
前
、
ガ
リ
ア
に
お
け
る
著
名
な
修
道
者
に
は
、
富
。

5
2
2
E
B冨
虫
色
包
（
富
。

5
2
2日
Z
B
目
白
関
口

z
p
室
内
民
・

5
。
三
百
円
）
の
修
道
院
を
建
設
し
た
ツ

l
ル
の
司
教
富
良
伸
一
口

g
2・
S
G、
伊
良

g
z
g
（戸。片山口
ω
）
の
修
道
院
を
建
て
た
図
。
ロ
。

S
E
m・

2
・

b
ご
、
宮

g
m山
口
白
（
冨

m
a
z
－－g
）
に
建
て
た
の
お

mmUロロ
ω
（牛・

8
・
b
u）
、
四
二
王
ー
ー
ー
四
三

0
年
間
に
フ
ラ
ン
ス
東
隅
ユ
ラ
山

中
に
修
道
院
を
（
後
に

g・
0
ヨ
ロ
F

或
は

3
・

2ω
包
ぬ
の
修
道
院
と
称
せ
ら
れ
た
も
の
）
設
け
た
問
。

E
g
g－

r包
♀
ロ
ロ

ω
の
兄

弟
、
ア
ル
ル
に
近
い
ロ
I
ヌ
河
上
の
一
島
に
設
立
し
た
の
号

8
2
5
（
己
・
忠
ど
、
ヨ
ン
ヌ
河
畔
に
修
道
生
活
を
行
っ
た
（
即
ち

2
・の

R

七
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三
孔

Bω
山
口
修
道
院
）
の
2
5
mロロ
ω
（弘・

hR∞
）
な
ど
が
あ
り
、
従
っ
て
修
道
思
想
は
決
し

τ貧
し
く
な
く
、
夫
々
設
立
者
の
好
む
戒
律
に
よ
っ
て

多
数
の
弟
子
を
収
容
し
て
居
た
が
、
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
初
に
か
け
て
修
道
生
活
の
優
れ
た
指
導
者
は
な
く
、
特
に
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
ガ
朝
の
衰
頚

期
に
当
っ
て
政
界
は
混
沌
た
る
有
様
で
あ
っ
た
か
ら
、
人
心
〜
次
第
に
類
廃
し
教
会
も
こ
れ
を
救
済
す
る
気
力
に
欠
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
宛

も
こ
の
時
突
如
と
し
て
渡
来
し
た
の
が
、
熱
烈
な
修
道
思
想
と
厳
格
な
禁
欲
生
活
に
錬
え
ら
れ
た
休
験
を
持
つ
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
で
あ
る
。

さ
れ
ば
堕
落
し
切
っ
た
世
相
を
な
げ
く
人
々
は
挙
っ
て
こ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
聖
者
と
歓
迎
し
て
そ
の
教
を
聞
き
、
彼
叉
痛
烈
な
言
辞
を
以

て
王
室
の
風
儀
を
正
し
、
峻
厳
な
刑
罰
法
を
記
し
た
戒
律
を
編
纂
し
て
修
道
者
を
与
え
、
且
、
一
般
庶
民
を
も
含
む
前
出
の
「
処
罰
の
程
度

に
関
す
る
書
」
を
作
っ
て
フ
ラ
ン
ク
人
の
風
俗
刷
新
を
企
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
前
述
の
如
く
、
不
幸
に
し
て
彼
の
苦
心
は
直
ち
に
報
い

ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
彼
の
フ
ラ
ン
ク
滞
在
中
、
そ
の
影
響
の
下
に
建
立
さ
れ
た
大
小
の
修
道
院
は
、
彼
が
ボ
ピ
オ
に
移
住
し

た
後
も
依
然
と
し
て
存
続
し
、
地
方
教
化
に
当
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
に
彼
の
弟
子
た
ち

が
ひ
た
す
ら
師
風
を
継
承
し
て
衰
を
見
せ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
次
の
時
代
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
。
ス
の
戒
律
が
伝
来
し
広
布
し
て
行
く
上
に
却

っ
て
効
果
的
な
作
用
を
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
t

ス
の
弟
子
マ
ウ
ル
ス
が
五
四
三
年
に
こ
の
地
に
来
つ
て

の
E
足
。

E
】
（
∞
け
冨
m
R
G号’
H
b可
。
）
に
修
道
院
を
建
て
た
と
い
う
伝
説
は
疑
問
視
さ
れ
て
よ
い
と
し
て
も
、
七
世
紀
に
入
る
と
ベ
、
ネ
デ

ィ
ク
ト
。
ス
の
戒
律
は
フ
ラ
ン
ク
内
の
者
修
道
院
で
採
用
さ
れ
た
も
の
の
如
く
（
一
時
は
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
そ
れ
と
併
用
）
、
六
一
二

O
年

に
は
か
の
門
店
自
己
己
、
翌
六
三
一
年
に
は
∞
。
目
前
ロ
向
。
（
前
出
、
コ
ル
ン
パ
ブ
ヌ
ス
系
）
、
六
三
五
年
に
は
問
。
t
m
t
m
（
前
出
、
向
上
旬
六
五

O
年
に
は
円
。
江
口
、
六
生
ハ
九
年
に
は

P
・

3
仲良

z
m
o
g、
六
六
二
年
に
は
め

2
宮
内
（
コ
ル
ン
パ
ヌ
伏
系
）
な
ど
に
ベ
ネ
デ
f

ク
ト
ゥ

ス
の
戒
律
は
採
用
さ
れ

mu

ド
か
る
状
態
が
継
続
し
つ
つ
遂
に
八

O
二
年
ア

I
へ
ン
の
会
議
、
八
一
三
年
の
ラ
ン
ス
会
議
に
お
い
て
同
戒
律
が

推
薦
さ
れ
、
更
に
同
八
一
三
年
シ
ャ
ロ
ン
の
宗
教
会
議
に
て
当
地
方
の
修
道
院
は
す
べ
て
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

v
ス
の
戒
律
を
用
う
べ
き
こ
と
が

決
せ
ら
れ
た
タ
一
れ
ら
は
何
時
か
は
来
る
べ
き
当
然
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
我
々
が
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
J

へ、ネ

デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
修
道
院
発
展
過
程
に
お
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ド
イ
ツ
と
全
く
異
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
っ
て
は
さ
き

に
ケ
ル
ト
的
修
道
生
活
が
あ
っ
た
が
、
ベ
ネ
デ
f

ク
ト

v

ス
に
好
意
を
持
つ
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
教
皇
の
命
を
う
け
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
渡

来
以
来
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
を
中
心
と
し
て
ロ

1
マ
的
（
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
的
）
修
道
生
活
様
式
が
次
第
に
地
歩
を
間
め
て
行
く
。
叉
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
は
五
世
紀
の
手
に
∞
o
g
Eロロ
ω
が
ウ
ィ
ー
ン
の
近
く
に
修
道
院
を
建
て
、
六
世
紀
に
は
苛
立
広
三

E
g
が
∞
位
。
宮
口
問

g
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の
地
に
男
女
の
修
道
院
を
建
て
た
事
実
な
ど
は
あ
る
が
、
未
だ
修
道
思
想
が
一
般
大
衆
の
尊
敬
と
魅
力
と
を
獲
得
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
居

ら
ず
、
八
世
紀
前
半
に
ボ
ニ
フ
ァ
キ
ウ
ス
が
来
っ
て
以
来
、
所
謂
ベ
ネ
デ
f

ク
ト

v
ス
の
修
道
院
は
漸
く
軌
道
に
乗
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
フ

ラ
ン
ス
で
は
前
述
の
よ
う
に
修
道
院
は
著
名
宗
教
家
の
尽
力
に
よ
っ
て
既
に
広
範
囲
に
設
置
さ
れ
た
に
拘
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
内
部
の
規
律
は

夫
々
区
々
で
あ
り
、
而
も
何
ら
の
粛
正
、
改
革
を
見
ざ
る
ま
ま
に
、
隔
離
隠
遁
を
原
則
と
す
る
そ
の
生
活
は
却
っ
て
堕
落
し
、
無
秩
序
無
統
制

に
陥
り
易
い
傾
向
を
辿
っ
た
。
き
れ
ば
若
し
こ
こ
に
ベ
ネ
デ
f

ク
ト
ゥ
ス
の
戒
律
が
伝
わ
っ
て
来
た
と
す
れ
ば
、
安
逸
に
慣
れ
た
彼
等
修
道

士
は
そ
の
戒
律
の
温
和
寛
大
さ
の
故
に
ひ
た
す
ら
易
き
に
従
い
、
而
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ド
イ
ツ
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
優
れ
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
v

ス
系
の
指
導
者
を
も
持
た
ぬ
為
、
恐
ら
く
今
後
の
フ
ラ
ン
ス
修
道
院
は
右
の
二
国
に
お
け
る
よ
う
な
発
展
を
期
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
然
る
に
幸
に
し
て
こ
こ
に
ケ
ル
ト
的
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
的
）
と
は
云
え
、
如
何
な
る
権
威
を
も
恐
れ
ず
所
信
を
断
行
す
る

コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
よ
う
な
偉
大
な
宗
教
家
が
現
れ
、
先
ず
信
者
に
機
悔
ム
口
白
を
要
求
し
て
精
神
生
活
の
重
要
性
を
強
調
し
、
修
道
者
に
は

厳
し
い
刑
罰
を
設
け
て
と
か
く
虚
偽
の
信
仰
に
溺
れ
ん
と
す
る
一
般
世
人
に
一
大
衝
撃
を
与
え
、
一
方
叉
、
彼
の
こ
の
言
行
に
至
大
な
感
銘

を
う
け
た
人
々
が
常
に
彼
の
戒
律
の
支
持
者
と
な
っ
て
そ
の
精
神
を
継
承
し
て
行
っ
た
こ
し
仰
L

却
つ
て
次
の
時
代
に
伝
わ
っ
て
来
た
ベ
ネ

デ
f

ト
v

ス
の
戒
律
の
真
精
神
の
理
解
と
、
こ
の
戒
律
に
よ
る
修
道
院
の
繋
栄
の
た
め
に
途
を
開
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
即
ち
モ
ン
ト

ラ
ジ
ペ

l
ル
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
募
集
し
た
も
の
を
べ
、
不
デ
ィ
ク
ト
が
訓
練
し
た
の
で
あ
り
、
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ

ス
が
播
い
た
も
の
を
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
刈
り
入
れ
た
の
で
あ
る
」

U
い
う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
リ
ュ
ク
セ
イ
や
ボ
ピ
ォ
、
或

は
聖
ゴ
I
ル
（
サ
ン
・
ガ
レ
ン
）
の
諸
修
道
院
が
中
世
文
化
史
上
に
遺
し
た
数
々
の
華
々
し
い
功
績
を
そ
の
設
立
者
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
名

に
お
い
て
讃
え
る
こ
と
に
は
勿
論
鰭
跨
し
な
い

D

け
れ
ど
も
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
修
道
院
運
動
の
発
展
史
に
お
け
る
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
地

位
は
右
の
理
由
に
よ
っ
て
同
じ
く
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
。
悲
劇
的
生
涯
を
送
っ
た
人
物
は
と
か
く
歴
史
の
表
面
か
ら
見
逃
さ
れ
る
。
け
れ

ど
も
か
か
る
人
物
の
隠
れ
た
仕
事
の
上
に
次
の
成
功
者
の
業
績
が
常
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
実
例
を
こ
の
コ
ル
ン
パ
ア
ヌ
ス
の
場
合
に
も

見

目

さ

れ

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

（

以

上

〉

註
（
1
）
と
の
生
死
年
は
白
色

Bげ
S
F
O
F
己
目
。
。
昆
om
ロ
ロ
仏
関
。
D
m
司
令
尚
三
日
。
ロ
ω
ロ
白

2
w主
r
cロ
常
ro口
問
〜

2
F
0
・

国

－

T

∞－

H
m
u
i
H白
。
に
よ
る
。

（

2
）
豆
町
民
3
9
3ュ
S
Z
E
m
w
戸
町
立
山

5
・
4
。】・

3
w
の
円
。
∞
。
ュ

g
z
a
g
p
虫
色
。
”
。
E
S
F
Fユ
司

w

H
m
w
ω
ω
w 

但
し
当
第
二
書
は
〈
。
】
・

m
p
p

九
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